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平成２４年第２回西郷村議会定例会 

議事日程（５号） 

                  平成２４年６月１９日（火曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 特別委員会委員長報告 

日程第 ２ 議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（専決第３号） 

日程第 ３ 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（専決第４号） 

日程第 ４ 議案第４１号 西郷村税条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議案第４２号 西郷村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条 

             例 

日程第 ６ 議案第４３号 西郷村手数料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第４４号 福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

日程第 ８ 議案第４５号 平成２４年度西郷村一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議案第４６号 平成２４年度西郷村国民健康保険特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１０ 議案第４７号 平成２４年度西郷村介護保険事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１１ 議案第４８号 平成２４年度西郷村後期高齢者医療特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１２ 報告第 ２号 平成２３年度西郷村繰越明許費に係る繰越計算報告について 

日程第１３ 報告第 ３号 平成２３年度西郷村事故繰越しに係る繰越計算報告について 

日程第１４ 報告第 ４号 平成２３年度西郷村公営企業会計予算の繰越額使用計画の報 

             告について 

日程第１５ 報告第 ５号 白河地方土地開発公社経営状況報告について 

追加日程第１ 議案第４９号 西郷村監査委員の選任について 

追加日程第２ 発議第 ３号 基地対策関係予算の増額等を求める意見書の提出について 

追加日程第３ 発議第 ４号 消費税増税に反対する意見書の提出について 

追加日程第４ 発議第 ５号 脱原発に関する意見書の提出について 

日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１７ 総務常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第１８ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第１９ 文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第２０ 放射能対策特別委員会の閉会中の所管事務調査の件 

日程第２１ 家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の閉会中の所管事務調 

      査の件 

日程第２２ 例月出納検査結果報告 

日程第２３ 閉  会 
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・出席議員（１８名） 

１番 鈴 木 勝 久 君 ２番 真 船 正 晃 君 ３番 南舘かつえ君 
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◎開議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） おはようございます。定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

◎追加日程の議決 

○議長（鈴木宏始君） ここで議案１件、発議３件が追加提案されました。議長において

日程に追加し、直ちに議案を上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） それでは、議案を配付いたしますので、暫時休憩いたします。 

（午前１０時００分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１０時０１分） 

○議長（鈴木宏始君） 配付漏れはありませんか 

（「なし」という声あり） 

◎追加議案の上程（議案第４９号、発議第３号～第５号） 

○議長（鈴木宏始君） それでは、追加提案されました議案１件、発議３件につきまして

は、日程第１５の次に追加日程第１、議案第４９号、追加日程第２、発議第３号、追

加日程第３、発議第４号、追加日程第４、発議第５号とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   それでは、追加日程第１、議案第４９号から追加日程第４、発議第５号まで一括上

程いたします。 

   職員に議案を朗読させます。議会事務局長。 

（事務局長、議案及び発議書により朗読） 

○議長（鈴木宏始君） 議案の朗読が終わりました。 

◎提案理由の説明 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第４９号に対する提案理由の説明を求めます。村長、

佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 本日、追加提案いたしますのは、議案第４９号「西郷村監査委員

の選任について」であります。 

   監査委員につきましては、地方自治法の規定により定数は２名となっておりますが、

議員のうちから選任される監査委員の任期は議員の任期とされており、昨年８月

２８日、議会議員の改選が行われまして、平成２３年９月議会に提出いたしました監

査委員の選任議案ではご同意を得られませんでしたが、德田進氏を引き続き監査委員
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に選任いたしたく、再度議会の同意を求めるものでございます。 

   德田進氏は、平成１５年から西郷村議会議員として活躍されており、平成１９年

６月から監査委員を務めていただいておりますが、皆様ご存じのとおり、温厚な人柄

で信望も厚く、長年にわたり西郷村消防団長の任にあり、また、西郷村地域安全推進

協議会委員を務め、安全・安心の村づくりに多大なるご尽力をいただいているところ

でもございます。みずから会社を経営されていることから、民間での会計事務にも精

通されており、西郷村の財務事務の執行や経営管理、あるいは財政状況を適切に判断

し、監査委員の職務を執行してこられました。 

   今後とも、村民の代表として公正な観点で監査委員の職責を果たされるものと考え

ておりますので、再度の選任にご審議の上、ご同意を賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、発議第３号に対する趣旨説明を求めます。７番秋山和男

君。 

○７番（秋山和男君） 総務常任委員会に付託されました基地対策関係予算の増額等を求

める意見書の提出についてご説明いたします。 

   提出の理由は、基地施設周辺の市町村は、基地所在に伴う諸問題の解決に向けて鋭

意努力しているところである。しかし、基地関係市町村は、長期にわたる景気低迷や

基地所在に伴う特殊な財政需要の増大等により、大変厳しい財政状況にある。よって、

依頼の趣旨に基づき、国による基地関係市町村への基地対策のさらなる充実を求め、

関係行政庁に意見書を提出することが適当と認め、賛成議員と連名の上、提出する。

提出の内容は、裏面に記載のとおりでありますので、よろしくご審議いただきたいと

思います。 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、発議第４号に対する趣旨説明を求めます。１２番上田秀

人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。消費税増税に反対する意見書の提出について、提出の

理由について説明させていただきます。 

   裏面を見ていただくと、今回の意見書の案文がつけてございます。この案文を見て

いただければというふうに思います。この案文のとおり、関係省庁に意見書を提出す

ることが適当と認め、賛成議員の連署のもとに西郷村議会会議規則第１４条の規定に

より提出いたします。どうか皆様においてはご議決いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、発議第５号に対する趣旨説明を求めます。１５番佐藤富

男君。 

○１５番（佐藤富男君） １５番。発議第５号について、提案理由の説明を申し上げます。 

   この件につきましては、脱原発に関する意見書の提出ということでございまして、

６月１６日、野田総理大臣が福井県の大飯原発の３、４号機の再稼働を決断されまし

た。これは非常に危惧することでございまして、我々被ばく県であります福島県民と
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しては、やはり福島県の原子力発電所がまだ収束しない、全く今後の見通しが立たな

い状況の中で、また、その原発の安全基準もきちんと整理され、そしてまた示されて

いない中での再稼働ということは、私は拙速であるというふうに思っておりました。

そして、最大の問題としては、この大飯原発の再稼働が一つの突破口として、これか

ら全国の原発の再稼働につながるということが非常に危惧されます。こういった中で、

福島県民であります我々はこの脱原発ということについて、強く政府、そしてまた関

係諸官庁、そしてまた福島県知事に対しまして意見を申し上げたいということでござ

いますので、よろしくご審議の上、ご採択のほどをお願い申し上げます。 

   以上で趣旨説明とさせていただきます。 

○議長（鈴木宏始君） 提案理由の説明が終わりました。 

   それでは、本日の日程に入ります。 

◎特別委員会委員長報告 

○議長（鈴木宏始君） 日程第１、特別委員会委員長報告であります。 

   最初に、放射能対策特別委員会の中間報告を求める件を議題とします。 

   おはかりします。 

   放射能対策特別委員会の中間報告を求めたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認め、放射能対策特別委員会の中間報告を求めること

に決定しました。放射能対策特別委員会委員長、佐藤富男君。 

○放射能対策特別委員長（佐藤富男君） それでは、西郷村放射能対策特別委員会の平成

２４年３月定例会以降の活動報告を申し上げます。 

   ４月２０日、第７回放射能対策特別委員会総合調整会議を開催し、今後の活動方針

等を審議いたしました。その際、環境保全課から村の仮置き場の設置見通しについて、

そして４歳から中学生までのホールボディカウンターによる検査を実施する旨の説明

を受けました。その後、仮置き場の問題について伊達市などの仮置き場を視察するこ

とを決定し、子どもたちの健康対策と賠償金の問題についても福島県や東京電力に陳

情活動を行うことを決定いたしました。 

   ４月２４日、福島県庁及び東京電力被災者支援対策本部に赴き、福島県知事や東京

電力福島県地域支援室の林孝之室長に対しまして、次のような要望活動を行ってまい

りました。 

   １、放射能から子どもたちを守るため、長期にわたって健康調査を行うこと。 

   ２、ホールボディカウンターを白河地方に設置し、検査体制も迅速に実施を図るこ

と。 

   ３、住宅地や農地の除染を迅速に行うこと。 

   ４、精神的損害賠償について、子ども２０万円の倍賞には納得していない。線量に

応じた適切な賠償を実現することなどに福島県は支援をすること。 

   以上のような要望活動を行いました。 

   以上が主な活動状況ですが、今後とも放射能対策特別委員会は、村民の皆様の安
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全・安心な生活を取り戻せるよう活動してまいりますので、皆様方のご理解を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） 報告が終わりました。 

   次に、家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の中間報告を求める件

を議題といたします。 

   おはかりします。 

   家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の中間報告を求めたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認め、家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別

委員会の中間報告を求めることに決定しました。 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 暫時休議いたします。 

（午前１０時１５分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開します。 

（午前１０時１６分） 

○議長（鈴木宏始君） 家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会委員長、室

井清男君。 

○家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員長（室井清男君） １６番。西郷村

議会、家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の活動に係る中間報告を

申し上げます。 

   西郷観光株式会社に対する家族旅行村指定管理業務委託に関する検査を行うため、

地方自治法第９８条第１項の規定に基づき、平成２４年第１回西郷村議会定例会にお

いて本特別委員会は設置されました。 

   これに対し、７回にわたる特別委員会を開催し、西郷村家族旅行村指定管理業務委

託に係る村の委託状況及び西郷観光株式会社における管理状況、経理、組織・人事等

についての調査を重ねてまいりました。参考人といたしまして、西郷観光株式会社の

関係者の出席を求め意見を聴取するとともに、村に対する実績報告書や裏づけとなる

領収書などの提出を求め、慎重に調査を行ってきました。 

   詳細は別紙のとおりですが、緑化管理における除草剤購入事実の有無をはじめ、実

績報告における写真の使い回しなど、多くの点について仕様書との整合性がなく、西

郷観光株式会社における管理運営及び村に提出された実績報告は虚偽であり、明らか

にずさんであることが確認されました。最終的な結論はこれからですが、現時点にお

いては、次の点について中間指針を申し上げますので、執行部は迅速に改善をされる

よう対応を求めるものであります。 

   １．村は、西郷観光株式会社に対し、指定管理者となって以降の詳細な資料を添付 



－175－ 

    した事実に基づく実績報告書を再度求めること。 

   ２．指定管理者である西郷観光株式会社のずさんな会社運営を抜本的に見直し、西 

    郷村民はもとより、西郷村議会からも信頼を得られるような会社機構及び人事を 

    確立することを求めること。（取締役である村長の責務である） 

   ３．村は、西郷観光株式会社が指定管理者として、地方自治法及び西郷村条例に照 

    らして、適当であるか否かを詳細に精査し、その結果を議会に報告すること。 

   以上、中間報告を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） 委員長の報告が終わりました。 

◎議案第３９号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 次に、日程第２、議案第３９号に対する質疑を許します。 

   １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。議案第３９号「専決処分の承認を求めることについ

て」、質疑をしたいと思います。 

   質疑に入るに当たって、今回の第１表の繰越明許費補正ということで第１表がつい

ていますけれども、これの繰越明許費の事業概要というものがあれば、質疑の最中に

準備していただければというふうに思います。質疑に入りたいと思います。まず初め

に、この案件に関しては、本年の３月５日提出で行われた第１回定例会において繰越

明許した案件だというふうに理解をしております。その案件に対しての追加と変更を

したものというふうに理解をするものなんですけれども、なぜ追加と変更をしたのか、

その理由についてご説明いただきたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） １２番上田議員のご質疑にお答え申し上げます。 

   まず、総務費、防災諸費、放射性物質除染対策事業についてでございますが、以前

から県のほうと協議しておりました芝張りの工事につきまして、以前は該当しないと

いうことで県のほうと協議が調っておりませんでしたが、協議が調いまして急遽認め

られることになったため、今回追加として補正したものでございます。 

   次に、消防費、消防団安全対策設備整備事業についてでございますが、機材の確保

が３月補正以降、年度内に間に合わないということで今回追加したものでございます。 

   次に、白河地方広域市町村圏整備組合負担金でございますが、事業が５月３１日ま

でとなったため、追加したものでございます。変更につきましては、今回民生費の災

害廃棄物処理事業費につきましては、一般住宅ができなかったということで繰り越し

を減額して補正したものでございます。農業費、小規模道水路整備関連事業、それか

ら社会資本整備総合交付金事業、農業施設災害復旧事業、農地災害復旧事業につきま

しては、事業の確定に伴い減額補正したものでございます。土木施設災害復旧費でご

ざいますが、藪川、伝四郎の工事がさらに年度内完了が困難となったため、今回繰り

越しとして補正したものでございます。 

   以上です。 
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○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。ただいま細部についてご説明をいただいたんですけれ

ども、まず、先ほど申し上げましたように、この事業の概要についての資料があれば

提出していただきたいと思うんです。これは私の質疑の中で準備していただければと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

   そこでちょっと伺いたいんですけれども、先ほどの追加の部分で消防費なんかです

と、議会が閉会した後でというお話がございました。そのほかにもそういったお話が

ございました。この資料を見ていますと、まず、ちょっと気になるのが、前もこれは

１６番議員から専決処分についていろいろお話があった記憶がございます。私もこれ

は非常に気になっている部分なんですけれども、この専決処分書のところに地方自治

法第１７９条第１項の規定により平成２３年度云々と書いてありますよね。この地方

自治法１７９条第１項の規定に基づいて専決をしたということで説明があるんですけ

れども、私らは議員選挙が終わるとこの議員必携というものを村から貸与されていま

す。この中に自治法が載っております。非常に使いやすいものですからよく見ている

んですけれども、この１７９条、長の専決処分ということで、普通地方公共団体の議

会が成立しないとき、第１１３条ただし書きの場合においては、なお会議を開くこと

ができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に

緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、

または議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長

はその議決すべき事件を処分することができると、こういった規定で長の専決処分と

いうのは認められています。この、まず一番最初に気になるところなんですけれども、

この議員必携というのは、たしか昨年夏に選挙があったと。私らはこの貸与を受けて

いない。多分その以前のものだというふうに私は理解している。この自治法というの

は時々改正されますので、事務局長、この１７９条の部分というのは、今の自治法と

合っていますか。確認したいです。 

○議長（鈴木宏始君） 議会事務局長。 

○参事兼議会事務局長（松田隆志君） お答え申し上げます。 

   ただいま上田議員からお話のありました議員必携につきましては、第８次改訂版で

ございまして、この３月に第９次改訂版が出ております。今回、配付に間に合わなか

ったものですから、６月の補正予算で計上しておりまして、新しい９次版を配付する

予定となっております。１７９条の自治法の部分については、改正はございません。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。局長に対して立ったままで大変失礼なんですけれども、

続けて聞きたいんですけれども、この第１７９条の議会が成立しないときというふう

に書いてあるんですけれども、これ多分、事務局で解説書を持っていると思うんです

けれども、この議会が成立しないときというのはどういう状況を言うのか、そこのと

ころをお答えいただきたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 議会事務局長。 
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○参事兼議会事務局長（松田隆志君） お答え申し上げます。 

   地方自治法の解説書、この逐条地方自治法がございまして、そこの解説文には、議

会が成立しないときというのは、在任議員の総数が議員定数の半数に満たない場合で

あるということで書いてございます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） ただいま事務局長から説明いただいたんですけれども、在任議

員が定足数の半数に達しないときには議会が成立しないよと。その後の１１３条です

か、この中にもやはり定足数の部分がございます。これを見てもやはり同じようなこ

とが書いてあるのかな。定足数に達しないときは会議を開くことができないというこ

とが書いてあります。それと除斥とか、同一事件で再度招集しても議会が応じないと

きにはということでこの１１３条の規定がございます。こうやって地方自治法をずっ

とひもといていくと、果たしてこの専決処分が本当にどうだったのかということを今

大きく疑問を持つわけですよ。 

   というのは、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、先ほど総務課長の

ほうから説明があったんですけれども、３月の議会が閉会した後にどうしても補正、

繰越明許のこの案件をやらなければならないということだったんですけれども、３月

議会をちょっと思い出していただければいいと思いますけれども、今定例会の資料に

西郷村議会（長の行動表）というものが添付されています。これは議長の行動表なん

ですけれども、これをちょっと見ていただければ、３月５日に議会が開会して、３月

２１日に閉会したというふうになっております。その後、２６日に全員協議会が開か

れている。２６日に全員協議会が開かれて、多分、記憶が間違っていなければ、村民

プールの説明とかをここで受けたというふうに記憶をしております。それで、この資

料をまた戻って見ますと、専決した日が３月３０日という日付をうたっているわけで

すよね。これで本当に先ほどの地方自治法に規定する議会を開くいとまがなかったの

か。もしくは議長に対して村長が臨時会を開きたいということを言っても、議長が応

じなかったのか。議長から我々議員に来ても我々議員が応じなかったのか。決してそ

うではない。きちんと全員協議会を開きたいですと議長に行きました。議長からその

連絡を聞いて、我々は全員ここに集まって全員協議会を受けているわけです。そうい

う場でなぜ説明ができなかったのか。なぜですか、総務課長、そこを伺います。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   議員ご指摘のとおり、そういう形で３月末近くに全員協議会を開いていただいたわ

けですけれども、放射能対策、それから東日本大震災の事務等、年度末で非常に事務

的に困難な状況もございまして、個々に何件か掲げてございますが、この事業すべて

においてちょっと確定ができておりませんでしたので、大変失礼ではございますが、

３月末の専決とさせていただきました。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 
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○１２番（上田秀人君） １２番。理由はわかります。東日本大震災のいろいろな事務の

仕事が煩雑になってきている、さらには原発事故のいろいろな対応をとらなければな

らない、そういう事務が重なり重なって非常に大変な時期だというのは十分にわかっ

ています。しかしながら、私は素直にそれが落ちない。というのは、３月の定例会の

場においてもありましたよね。提出議案の説明が間違っていた。そういうことをずっ

と考えていくと、本当に悪い言い方をしますけれども、これは３月の定例会に上げる

のを忘れて、そして後から気がついてこれ計上したんじゃないですか。日付を３月

３０日にさかのぼって専決をしたんじゃないんですかというふうに疑いをかけるんで

すけれども、いかがですか。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） 議員ご指摘のとおり、若干そういう事務の遅れはござ

いました。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。若干そういう部分もあるというふうにお認めをいただ

いたわけですけれども、非常にこれは議会を甚だ軽視しているとしか言いようがない。

３月５日に繰り越しの議決をしたわけですよね。そして、さらに同じ案件、追加、変

更、そういったものがこの６月に出てくる。これはまさに職務怠慢だとしか言いよう

がない。これは十分に注意していただきたい。それと、今回こういうふうに提出する

に当たってはね、最初に素直にやはりそこは説明すべきだと思いますよ。違いますか。

そうやってなぜ水面下に沈めようとするのか、そこがわからない。間違いは間違いで

しようがないと思いますよ。そこはやはりきちんと言うべきです。そしてさらに言え

ば、この内容についてもう少し丁寧に説明してもいいんじゃないですか。これだけい

ろんな変更が出てきている。理解できない変更ではないと思いますよ。ただ、そうや

って隠そうとするからいろんな疑義を持ってくるわけですよ。ですから、先ほど言っ

たように、この事業の概要についてのこういう紙があると思いますので、それを提出

していただきたいということを申し上げているので、準備ができているのであれば出

していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。議長においてはよろしく

お願いいたします。 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 暫時休憩します。 

（午前１０時３８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１０時３８分） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午前１０時５０分まで休憩します。 

（午前１０時３９分） 

◎再開の宣告 
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○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１０時５１分） 

○議長（鈴木宏始君） 議案第３９号に対する質疑を続行いたします。１２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。引き続き質疑をしていきたいと思います。 

   ただいま資料のほうを配付していただいたわけですけれども、こういった資料をも

とにきちんと説明をすべきだというふうに思いますよ。これが村の責任だというふう

に私は考えます。資料請求に関しては、本当に１０分ほど今時間をとめてしまって、

これはおわびしなければなりません。これはちょっとルールに違反している部分があ

りますので、事後は注意をしていきたいと思いますけれども、村においてもこういう

資料があるのであれば、すぐに提出をして、こういうわけで繰り越しをしました、繰

越明許をしました、追加をしました、変更をしましたということをきちんと説明すべ

きなので、今ここで、ある程度簡単にで結構ですので説明をすべきだと思いますけれ

ども、各担当課長から説明をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   まず、総務課の総務管理費、西郷村地域防災計画改定業務委託につきましては、記

載のとおりでございますが、上位計画である国の防災基本計画や県の地域防災計画の

改定、それから東日本大震災などの発生といった防災環境の変化を踏まえ、災害に対

する防災体制や対策を効果的にするため、地域防災計画を改定いたしますが、水防計

画書の作成、業務継続計画の作成等が今回できなかったために、翌年度繰り越しとす

るものでございます。 

   次に、放射性物質除染対策事業費でございますが、今回の一番上に載ってございま

すが、芝の張りかえの復旧ということで、西郷村民野球場芝張り復旧工事、それから

公園等につきまして今回芝の張りかえが認められたため、繰り越しとするものでござ

います。 

   それから、次の災害廃棄物処理事業費でございますが、今回繰り越した分は村内企

業の瓦れきの運搬処理分でございます。 

   それから、農林水産業費でございますが、中島排水路をはじめ、小規模水路等につ

いて今回繰り越しとしたものでございます。次に、小規模道水路整備関連事業でござ

いますが、後原地内の排水路でございます。それから、特定防衛施設周辺整備調整交

付金事業でございますが、中島地区の排水路での繰り越しでございます。農業集落排

水事業特別会計繰出金については、繰出金でございます。 

   林業費につきましては、下羽太支線の工事の繰り越しでございます。 

   土木費でございますが、災害関連地域防災崖崩れ対策事業に関しましては、東高山

ニュータウンの工事の繰り越しでございます。 

   道路橋りょう費につきましては、小規模道水路整備事業でございますが、折口原一

ノ又線、それから黒川那珂線等を繰り越しております。社会資本整備総合交付金事業

でございますが、道路改良の舗装工事ということで、（不規則発言あり）詳しくは申
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しわけございませんが、お手元の資料をごらんいただければと思います。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。ただいま概要について詳細な説明いただいたわけです

けれども、２点ほど、この概要を示したペーパーを見ていて今ちょっとわからない点

があるので、赤子に教えるつもりで教えていただければと思うんですけれども、事業

概要ということで今総務課長が説明いただいた右わきに、金額という部分で金額が書

いてあります。この金額というのはどこの金額が入ってくるのか。いわゆる３月に繰

り越したときの補正前の議会資料のほうですね、補正前の金額と比較してもちょっと

違う数字が出ていたりするものですから、まずここ、どの数字が入ってくるのか教え

ていただきたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。（不規則発言あり） 

   議運長、何か暫時休議求められているんだけれども、２０分まで休憩しましょうか。

（不規則発言あり） 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。総務課長においては、何か資料を持って来るものがあ

るということなので、もう一つ、じゃ確認したいと思います。この金額のところをず

っとわきに行って左側の一番上に財源内訳ということで書いてございます。国庫支出

金、県支出金ということで書いてあります。これの裏づけも何か示すものがあれば、

お示ししていただければというふうに思います。よろしくお願いします。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午前１１時２０分まで休憩します。 

（午前１０時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（鈴木宏始君） 休憩前に引き続き、議案第３９号に対する質疑を続行いたします。 

   １２番上田秀人君の質疑に対する答弁を求めます。総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） 先ほどの金額の欄と報告の繰り越しの金額の違いは何

かということでございますが、金額の欄はその事業全体の経費でございまして、その

うち既に平成２３年度で執行済みの部分もございます。それを平成２３年度完了の部

分を差し引いた残りの部分を繰り越さなければならないんですが、その右側にありま

す翌年度繰越額となっておりますが、その欄が今回の繰り越しの議案書と合っており

ますので、ご確認いただければと思います。それと、財源内訳の件でございますが、

国庫支出金、県支出金、各数字が入ってございますが、これは各事業によりまして補

助率それぞれ違うわけでございますが、災害関係でありますと、この２段目でいいま

すように１００％県の支出金補助、それからその下の民生費でいいますと、翌年度繰

越額の２分の１が上げてございます。これは各事業によりまして補助率が違いまして、

それぞれの補助基準、補助率に合わせて計算してございますので、よろしくお願いい
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たします。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。ただいま説明をいただいて納得する部分がございます。

その財源内訳の部分でですね、私が言いたかったのは国庫支出金とあと県支出金の部

分なんですけれども、これは要するに村で繰り越しをしたわけですよね。そうすると、

村のお金だけであれば、１００％村の財源であれば、村だけの話なので議会の承認を

もらえば構わないわけですよね。これ国・県は繰り越しのちゃんと手続をとっている

のかということを伺いたかった。多分とっていらっしゃるのかなと思うんですけれど

も、いかがですか。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   補助率に基づきまして計算しておりますので、その件に関しては大丈夫でございま

す。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） 手続をとってあるというふうに理解をして質疑を終わりたいな

というふうに思いますけれども、冒頭申し上げましたようにですね、こういう専決に

おいては、次の議案が専決もあるんですけれども、こういった状況が変わって専決を

しなければならないというのは納得はできます。しかしながら、こうやってお金の動

きがあるとかこういう大きなものに関しては、やはり議会をきちんと重視して説明を

すべきだなということを添えて質疑を終わりたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） 重々気をつけてまいりたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

   １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） １６番。若干質疑を申し上げます。 

   今、１２番議員からも質疑がありましたように、私はもともとからこの専決処分と

いうのはもう一番嫌なことだったんですよ。これはなぜかといえば、議会の審議権と

いうものが脅かされるから嫌なんですよ。それだから、一番最初に説明したときにで

すね、これは議会を開くいとまがなかったから専決したんだということ。これいとま

がなかったというのは法律行為なんです。そうしたら、その法律はそれわかっている

んだから、こういう事情だからいとまがとれなかったんだというそこのところの説明

が足りないと、記録の上ではただ専決でやったこと自体が審議権を脅かしたというふ

うに理解されることになりますので、これから一番最初に説明するときには、いとま

がなかった事由はこういうことだったんだということをつけ加えていただければ、な

お幸いだと思いますので、その辺よろしくお願い申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） 室井議員のご質疑にお答えいたします。 
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   十分に気をつけて、説明が極力できるような形で行いたいと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

   ９番小林重夫君。 

○９番（小林重夫君） 議案第３９号「専決処分の承認を求めることについて」、２件だ

けお尋ねします。村で除染とかを早急に専決処分でやったということは、私はいいこ

とだと思います。私は朝、上新田区界の辺をサイクリングで回っているんですけれど

も、先月だったかな、前山公園で何やるんだと、区長と関係者二、三人いらっしゃっ

て除染するんだということで、除染やったということでいいことなんですけれども、

こういうふうなことはやっぱり地域の人にね、公費を使ってやるんですから連絡はし

てもらいたいですね。何も私わからなかったよ、あそこをやるなんてことは。この件

にしてどうなんですか。 

○議長（鈴木宏始君） 建設課長。 

○建設課長（高橋廣志君） 小林議員のご質疑にお答えします。 

   連絡できなかったことは、本当に申しわけないと反省しております。 

○議長（鈴木宏始君） ９番小林重夫君。 

○９番（小林重夫君） これからはいろいろな仕事、建設課とかいろいろあってね、やは

りやるときには地域の人にやっぱり連絡して、行政なんですからね、何やってるんだ

と聞いて初めてね、区長さんもこういうのをやるということでそこにいてね、朝、こ

ういうことなんだとそういうことなんだけれども、ちゃんときれいにやったみたいで

すけれども。それはそういうことですから、今後、執行部はそのような体制でやって

もらいたいと思います。もう１件は、上新田のこれ、前山公園とかいろいろ除染した

ということですけれども、上新田の転作センター、あそこは舗装も何もなくて辻の庭

であるんですよ。そして、その前のほうには公園みたくなっていて、遊具があってよ

く子どもが遊んでいるんです。あそこの除染の計画というのはあるんですか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答え申し上げます。 

   これは転作技術センター、上新田行政区内の集会所でございますが、これらは除染

計画に基づきまして、一般家庭を除染するときに同時にそういった集会所も除染をす

る計画で今計画中でございます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） ９番小林重夫君。 

○９番（小林重夫君） じゃ、村の考えはそういうことで、早急にそういう公民館とか子

どもが遊んでいますので、急にばったんしたりいろいろブランコとか、早急にやって

もらいたいと思います。じゃ、終わります。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第３９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）」、本案に対

する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手多数であります。 

   よって、議案第３９号は原案のとおり承認されました。 

◎議案第４０号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第３、議案第４０号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４０号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）」、本案に対

する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４０号は原案のとおり承認されました。 

◎議案第４１号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第４、議案第４１号に対する質疑を許します。 

    ４番藤田節夫君。 

○４番（藤田節夫君） ４番。議案第４１号に対して質疑を行います。 

   まずはじめに、西郷村税条例の一部を次のように改正するということで、これ第

９５条中４,６１８円を５,２６２円に改めるということなんですけれども、これたば

こ税の関係なんだと説明ありましたけれども、これの内容をね、なぜ今こういうふう

に改正されたのか、お伺いします。 

○議長（鈴木宏始君） 税務課長。 

○税務課長（金田昭二君） ４番藤田議員のご質疑にお答えいたします。 

   なぜこの時期にたばこ税の改正があるのかということでございますが、国税の法人

税の改正がございまして、約５％下げるという改正がございます。これに伴いまして、

村の法人税につきましても、それを根拠としまして村の税率が１２.３％をそれに対

して掛けておりますから、法人税が落ちると、税収が落ちることに伴いまして、それ

を補てんするために県の財源であります県のたばこ税から村のたばこ税へその財源を

移譲するものでございます。 
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○議長（鈴木宏始君） ４番藤田節夫君。 

○４番（藤田節夫君） ４番。国の法人税が５％減額ということで、その補てんという意

味を込めてたばこ税を村に移譲するということですけれども、その下の附則第１６条

の２第１項中云々とありますけれども、これも同じ関係でしょうか。 

○議長（鈴木宏始君） 税務課長。 

○税務課長（金田昭二君） 附則第１６条２の第１項で同様に金額の改定がございます。

これにつきましては、たばこ税の旧３級品、ゴールデンバット、しんせい、エコー、

わかば、ウルマ、バイオレット、これらの品目について軽減税率を用いておりますが、

これらもあわせて改正をするものでございますが、現在、平成２３年度におきまして

は、旧３級品が年間約１１０万本、これ先ほど申し上げました改正の旧３級品以外に

つきましては３,１００万本、ですから３０分の１ぐらいの率で施行されているとい

うことでございます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） ４番藤田節夫君。 

○４番（藤田節夫君） 庶民税は上げて法人税は下げると。そういった意味では、今の政

治のやり方というか、国のやり方はこういったことにも影響してきているのかと思い

ます。 

   それで、その次に移らせていただきますけれども、個人村民税の税率の特例等とい

うことで、これ提案理由を見ると、東日本大震災からの復興に関して防災・減災のた

めに使うということで５００円、平成２６年度から平成３５年度まで１０年間、

５００円課税するということですけれども、県民税も同じく上がるんでしょうか。 

○議長（鈴木宏始君） 税務課長。 

○税務課長（金田昭二君） お答えします。 

   県民税も同様に５００円上乗せになります。期間も同様、同じくなりますのでよろ

しくお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） ４番藤田節夫君。 

○４番（藤田節夫君） ということは、村・県民税で１,０００円上がるということで理

解してよろしいんでしょうか。それでですね、今これは均等割税のほうで課税されて

いるわけですけれども、現在は村と県の村・県民税の割合はどうなっているんでしょ

うか。 

○議長（鈴木宏始君） 税務課長。 

○税務課長（金田昭二君） 均等割の村民税と県民税の割合ということでございますが、

現在は均等割が５,０００円、総額５,０００円でございまして、村が３,０００円、

県民税が２,０００円となっております。その県民税のうち１,０００円につきまして

は、福島県の森林環境税として１,０００円が徴収されております。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） ４番藤田節夫君。 

○４番（藤田節夫君） ４番。村が３,０００円、県が２,０００円、県のそのうちの
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１,０００円が森林環境税ということで５,０００円と。それにさらに１,０００円が

平成２６年度から加算されて、６,０００円になるということの理解でよろしいと思

いますけれども、福島県はほかの都道府県、福島県だけではないとは思いますけれど

も、基本的には４,０００円で今やられているわけですよね、都道府県が１,０００円、

市町村が３,０００円ということで。それで、福島県に関しては森林環境税がプラス

１,０００円されているということで、これ被災された福島県でさらにほかの都道府

県より１,０００円高いという状況が今続いているわけですよね。さらにまた

１,０００円プラスすると。そうすると、じゃこの森林環境税はいつまでかけられた

税金なんでしょうか、お聞きします。 

○議長（鈴木宏始君） 税務課長。 

○税務課長（金田昭二君） 今回、１,０００円を追加で賦課する根拠としましては、東

日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財

源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律という長い法律名がございますが、こ

れが昨年の１２月に公布、施行されておりますので、それに基づいた改正でございま

す。それで、県の森林環境税につきましての期間はいつからいつまでだということで

ございますが、平成１８年から平成２７年度までの１０年間となっております。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） ４番藤田節夫君。 

○４番（藤田節夫君） ４番。平成２７年度まで１,０００円、均等割化が控えていると

いうことで、今回の税金は災害復興に関しての均等割の税１,０００円ですけれども、

これが平成２６年度からということで、森林環境税が平成２７年度まで、これダブる

んですね、２年間ですかね。そうすると、またここで村民、福島県民に相当な負担が

なると。さらにはですね、このままいくと消費税も増税になると。この最初の値上げ

が８％になるのが２年後ですか、平成２６年から８％、平成２７年に１０％となると

相当な負担が我々村民はじめ、国民に対して税負担がかかってくるということもわき

まえてこういったことをやっているのかなと。これ国の施策なので、ここで村として

は何ともしようがないという感じでしょうけれども、県のほうに対してもね、やっぱ

りこれ、今森林環境税なんていっても放射能ですべてもう侵されちゃってると、もう

山も川も海も。そういった中で、こういった森林環境税をこのまま取り続けていいも

のかと私は思います。こういうことが県に対して要請なりできるのであれば、してい

ただきたいと。 

   だって今、一般住宅ね、西郷村にしたって１,０００軒を超えた世帯が一部損壊な

り全壊、半壊をしているわけですよ。この復旧だってあと２年でどうなるという、も

う大変な出費で当然仕事もない。村長知っているかどうかわからないけれども、今、

福島県の最低基準だって６５８円と。その辺のスーパー行くと６８０円からでしょう、

時給、パートの値段が。これが２年後に景気でもぱっと回復するんだったら、また話

は別でしょうけれども、今の状況じゃとても望めないと。それでこんなに増税ばかり

されたんでは、もう収入はない、生活できないよね、これじゃね。こういったことを
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平気で今の政府はやってきているんですよね、この消費税もそうですけれども。こう

いったことだし、末端からやっぱり言うことは言っていかないと。だって、村民が一

番行政に携わるのはこの西郷村の行政になるので、これからもやっぱりそういった意

味では物を申していっていただきたいと私は思います。それで、今回これ、東日本の

緊急防災、減災事業ということで国の法改正に準じてやるということですけれども、

私はこういった状況の中でこんなに増税するのは許されないと思うんですよね。いく

ら県の法改正に従ったとしても、このことについては私は賛成できないということで

質疑を終わらせていただきます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４１号「西郷村税条例の一部を改正する条例」、本案に対する賛成議員の挙

手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手多数であります。 

   よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４２号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第５、議案第４２号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４２号「西郷村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」、

本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４３号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第６、議案第４３号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４３号「西郷村手数料徴収条例の一部を改正する条例」、本案に対する賛成

議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４４号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第７、議案第４４号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４４号「福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」、本案に対す

る賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４５号に対する質疑 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第８、議案第４５号に対する質疑を許します。 

   １１番矢吹利夫君。 

○１１番（矢吹利夫君） １１番。議案第４５号について質疑します。 

   屋内遊び場確保事業の件なんですけれども、備品購入費で３,４８０万出ているん

ですけれども、その内訳をちょっと。 

○議長（鈴木宏始君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） 矢吹議員のご質疑にお答えします。 

   備品購入費で遊具関係で今回３,２００万円計上しておりますが、備品の中で屋内

遊び場で乳児関係とか小学校の低学年関係のボールプールとか滑り台とか、そういう

やつを一式で計上しまして、詳細にはまだ決まってございません。全体の事業費の中

で備品関係で米地区の体育館に遊戯施設を設置したいということで今回計上しており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） １１番矢吹利夫君。 

○１１番（矢吹利夫君） １１番。再度お聞きしますが、今、課長の答弁ですと

３,２００万円上がっているということで、３,４８０万円になっているんですけれど
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も、２８０万円はどこに行ったんですか。 

○議長（鈴木宏始君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   備品で遊具関係以外に冬場のヒーターとか、あと遊び場を掃除する掃除機とか、そ

ういう備品も一緒に計上しております。答弁で金額が間違っておりました。すみませ

んでした。 

○議長（鈴木宏始君） １１番矢吹利夫君。 

○１１番（矢吹利夫君） １１番。再度聞きます。この備品購入費、この詳細的なある程

度出していないと、滑り台なら何基とかありますね。そういうのを大体課長はつかん

でこの金額を提示しているわけだと思うんですけれども、それは後から詳細、資料を

私のほうにいただければと思います。なおですね、金額的にこれ３,４８０万円にな

っていますから、ちょっと金額が大きいもので質疑したわけなんです。そこら辺、内

訳。（不規則発言あり）詳細の中身がわからないということで。 

○議長（鈴木宏始君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   遊び場の遊具関係につきましては、これからコンペ方式ですか、そういう形で各業

者でいろいろな遊具関係だと提案で違ってきますので、コンペ方式でやりまして、そ

れの中で決定していきたいというふうに考えておりますので、現時点でボールプール

が幾つだとか滑り台が何基とか、そういう形での資料提出は現時点ではちょっとでき

ませんので、ご了承いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

   １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） １６番。この一般会計の補正に放射性物質除染対策事業費が載

っておるんですが、この事業費の中で結局地域の座談会だとか説明会だとか、そうい

うことが行われるのではないかと思いますが、その辺いかがでございましょうか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） １６番室井議員のご質疑にお答え申し上げます。 

   部落座談会、説明会、除染関係の説明会の経費については、お茶程度になりますの

で、その中の消耗品としてお茶代等を請求してまいります。その経費としては、あと

はお話しするときにマイク等が必要なので、そういったマイク等の消耗品を購入する

予定でございます。その中に当初予算で１３億円ほど計上しましたが、その中で購入

していきたいと思っております。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） その除染対策費の中で、課長から、当然そのお茶代だとかそう

いうのはそこから出せるんだということなんですが、これは例えば説明会や何かに大

事な時間をつぶして来るわけなんですが、そういう方たちの日当、報酬というのはど

う考えていますか。 
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○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えいたします。 

   人件費につきましては対象になりませんので、後日、西郷村として東電に請求する

ことになると思いますが、今のところはその人件費については認められておりません。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） これは人件費は対象にならないという今の説明だったんですね。

それで、これからやっぱり請求していくんでしょう。請求していって、そうするとそ

れが東電からもらえるんだと。もらえたとしたならば、そこに参加した方たちに報酬

としてこれ支払うことになるわけですから、もしそれが向こうからもらってですね、

これを説明会や何かに参加した方に払わなかったということになったら、これはそこ

で何か詐欺を犯したみたいになっちゃうんですが、その辺いかがなものですか、その

運用は。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   室井議員のご質疑については、部落の方々がその説明に来た際の日当なのか、ちょ

っとわかりませんが、その辺、ちょっともう一度お願いしたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） その部落の方々が通知をもらって、今区長さんずっと通知して

いるんですが、その通知によって説明会に来たとしたならば、それどうなります。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   その辺の部落説明会の中の、村民の皆さんの説明会に来ていただいたお礼というこ

とについては、まだ検討、協議しておりませんので。ただ、先ほど申し上げましたが、

職員の人件費は出ません。ただ、臨時職員とかそういった臨時的に雇った人件費につ

いては認められております。ただ、部落の説明会で部落の人が除染関係の説明のため

においでいただいたものについての該当になるかどうかについては、今後ちょっと協

議してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） これはどの程度に広がるかわからないけれどもね、一番問題に

しているのは仮置き場から出る水の問題ですね。これ川に入らないようにしておくと

いうようなことなんですが、もし入った場合には、これはかなり水田とかすべてにお

いてこれが影響してくるわけなんですね。そうすると、これはかなり広範囲に広まっ

てくると思うんですよ。それで今回、２２日、２５日に稗返、黒川の説明会をやると

いうんですが、あの水系は稗返、黒川だけで済まないんですよね。これ当然大清水行

政区も加わっておりますし、それから原中、ずっと行けば下・上両新田、これも加わ

っておるわけなんですね。それで、西郷としてはこちらは真ん中の路線に対しまして
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大平までですがね。そうすると、当然そこで説明会をやるということなんでしょうが、

これは集めた場合にはかなり人数が多くなると思いますが、その辺いかがですか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） ご質疑にお答えします。 

   かなりの広範囲になるということでございますが、環境省の仮置き場設置について

は、周辺住民の理解を求めなさいということなものですから、一応村としては下流を

どこまで説明会をやるのか、この辺は非常に難しい問題でありますので、再度執行部

と検討しまして協議していきたいと思います。その辺については、例えばほかの町村

でいけば下流までは説明会はやっていないですね。周辺住民、例えば５００メーター

周囲とか、そういった方法で説明会をやって理解を求めているところでございます。

ただ、黒川は那珂川水系の一級河川なものですから、これをどこまでやるのかという

おただしですが、これは最終的に太平洋に行きますから、茨城県のほうまで事は及ぶ

と思っております。ただ、それを茨城県のほうまで説明会をやるのかと、これはでき

ないものですから、周辺住民ということで私どもは説明会をするつもりでございます。 

   以上です。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時０１分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後０時５９分） 

○議長（鈴木宏始君） 休憩前に引き続き、議案第４５号に対する質疑を続行いたします。 

   １６番室井清男君の質疑を許します。１６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） それでは、何か先ほど来から環境保全課長の説明の中でですね、

説明会や何かに来られた報酬とか、その説明会や何かの中でかかった費用、これはそ

の対象になるんだということで、これ間違いないですか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   先ほどは、そういったものがまだわかりませんので、県のほうと協議しますと。そ

ういったものが、例えばこの補助事業の中で交付金ということで来ていますが、認め

られなかった場合は別枠で考えることも今検討中でございます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） そうすると、この議案書に上げられた予算というものは、主に

どういうものに使うんですか、これ。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   放射能線量を下げるための除染費用でございます。 
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○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） 放射能を下げるための除染の費用がここに上げられたものであ

るということなんですよね。そうした場合には、やっぱり座談会だとか何かをもって

説明会をやるという場合は、やっぱりここの予算の中ではこいつはやらないというこ

となんですか。それともやった場合には、この予算以外にまた要求していくというこ

となんですか、これは。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   先ほど申し上げましたとおり、現在のところ賃金等については認められておりませ

んので、後日検討すると。それから、そのお茶代、お茶菓子代、そういったものにつ

いてはこの費用から出せますので、それは賄えますのでよろしくお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） それで、何か先ほど来から聞いておったときにはですね、その

説明会の場所も、大体仮置き場から何キロ範囲内ということに理解されるんですが、

これはやっぱり全然何もない平地のところでだったらその理屈も成り立つんですよ。

これが川の上流に置いて、その川が汚染されればもう何キロでも汚染してしまうんで

すよ。それじゃ、この周辺はどのようにとらえているんでしょうか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   先ほども申し上げましたが、環境省では周辺住民の理解を得なさいということで、

同意は求めていないんですね、仮置き場については。さらに、仮置き場については、

環境省で示した安全基準のもと設計をしておりますので、４メーター離れれば放射線

量は今現在の空気中の放射線量と変わりません。ですから、集められた放射性物質、

汚染された土壌についての放射線量は遮へいで９８％遮へいできますので、４メータ

ー離れれば完全に放射線量は空気中の線量となります。例えば家畜改良センターの場

所でございますが、０.３程度の放射線量は維持できると思っています。さらには、

放射性物質は、この議会でコンパックを皆さんにお示ししましたが、そういった二重

構造、さらには遮水シート、さらには盛土をし、さらにはその上に遮水シートをまた

かぶせてその物質が流れ出ないように監視をしまして、厳重なもとに流れて出ないよ

うに設計をして保管しますので、そういった心配はないと思っておりますが、万が一

ということは当然想定されますので、そういった場合にはどう対処するかということ

でございますので、それについてはきちっと村と県と国と東電と対応してまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） 今言われたようにですね、確かに安全ということに力を入れて

やっていくんだからこれは安全だとは思います。思いますけれども、そこに信頼でき

ないものがあるんですよ。もう８・２７のような大災害もあるんですから、あのとき

にも相当山が崩れてきたとか、山が崩れてきてダムができてしまったとかということ
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があるわけですからね。じゃそうした場合には、当然置いた場所の物質が今度は水と

一緒に流れるでしょう。そうすると、流れていくんだからですね、その水が水田にか

かれば水田を汚してしまう。あるいは漁業なんかも当然その水を使って漁業をやって

いれば、その魚がだめになってしまう。そういうことが川の流れというものは広まっ

ていくんですよね。その広まっていくところを今課長は説明していないんですよ。何

もない平らなところに置く、その置いた場所から何キロ以内というそこのところだけ

でね。だから、自分たち心配しているのは、やっぱり水によって川が汚染される。じ

ゃ、その対策はこれからどうするのかということがそこに出てくるわけですがね。 

   それで今、これは大変いいんだか悪いんだかわからないけれども、これは課長知っ

ていますか。今田んぼのあぜ堀、水路、ここに今ドジョウがたくさんいるんですよ、

泥の中をこうおそいでるドジョウがね。そうすると、大分水路から土手から何から全

部汚染されている、そういう中にいるその魚、それをどんどんとって食べれば、食べ

た分だけ体の中に蓄積されるでしょう。そういうのはやっぱり恐ろしいんですよ。だ

けれども、やっぱりとれるから今食べているんですよ。そういうのが汚染されている

か、されていないかということは、これわからないんですよ、まだ。そこに何かがあ

って当てて、メーターが動いたからこれは食べられないとか何かというならいいけれ

ども、今どんどんそういうのを食べているんです。そういうことがあるから、やっぱ

り汚染物質というものはその置いた場所から絶対に広めたくないんですよ。広めたく

ないやつを災害や何かで広まった場合には、最終的にはただ想定外でしたの一言では

これはやっぱり済まないと思うんですよ。 

   だから、先ほど来から申し上げているように、流れていく川があればその流れてい

く川の周辺の説明をやって、そして同意をもらうとか何かそういうことをやらなくち

ゃならないと思うんですよ。それを何か今度の計画の中では稗返と黒川だけだという。

稗返も黒川もいいんですが、そこに流れてくる川はみんな黒川の水、それからダムの

水もそれ使っていますけれども、これが足りなくなると、今度は黒川の水を入れなく

ちゃならないかなと思って今計画しているところなんですがね。それじゃそういうこ

とで広まっていくから、大体その地域の流域住民に対して説明をして了解を求めると、

こういうことも必要じゃないですか。そういったことをどう考えていますか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   先ほど来、環境省の仮置き場の設置についての周辺住民の同意についてでございま

すが、理解を求めればいいと、同意までは、その除染の実施段階で個々に同意はとり

ますけれども、仮置き場については同意は必要はないと、理解を求めるだけでいいと

いうことでございますので、ご理解願います。それからですね、放射性物質が黒川に

流れ出るということは万が一にもないとは信じておりますが、これは皆様にお願いす

るしかない、仮置き場については安全だということでお願いするしかない、ただひた

すらお願いするしかございませんので。それで、万が一そういった場合に遭遇した場

合には、先ほども申し上げましたが、村、県、国、東電が責任を持って対処するとい
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うことでございますので、ご理解願います。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） 今、課長の言っていることはそれはわかるんですが、ただ、そ

こで気になるのは、仮置き場については同意も何も要らないというそのことなんです

よね。それじゃ、どこにでも同意も何も要らなくて置けるとするならば、何もここか

ら運んであの山の上まで持っていく必要はないんじゃないですか。この辺の平らな場

所にどんどん置いていったらいいんじゃないですか。それをここから低いところへ持

っていって置こうじゃないかというのが大抵の考えるところなんです。それをここか

らわざわざあの山の上の高いところに持っていって置くということは、もしかしたら

逆を考えればですね、この山の高いところから下は全部全滅しちゃえという、その計

画にしかすぎない、丸っきりいたずらをするようなことじゃないかなというふうに考

えられるんですよ。それが今言われたように、置く場所においては同意も何も要らな

いと言うんだったら、何もこの役場のここに置いたってこれは何もいいでしょう。今、

課長の言ったことを、そういうことを村民に全部知らせたら村民は怒りますよ、これ

は。そういったことが大変なのだから、やはり川なら川の流域住民に説明をして、安

全なんだ、こういうことなんだということを説明しなくちゃならないでしょう。どう

なんですか、その点。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   やはり河川、先ほど来申し上げましたが、茨城県まで及びますので、それは限度が

ありますので、一応周辺住民ということで、必要、要請があればそれに対してはこた

えていきたいと考えております。 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） それだから、住民をやっぱり主体として、住民の安全、住民の

生命を守るんだとした場合にはですね、やはりそういったところまで気を使った対策

がこれから必要で、どんどん必要になってくるんですよ。それで今、課長が言うのは、

西郷だから西郷地域内ということを言っているでしょう。これだってあの川は栃木県

と福島県にまたがっている川なんだから、やはりそういったことについては栃木県那

須町のほうと協議をするとか何かして、やはり黒川だったら黒川周辺域の安全を確保

しようじゃないかということで、そういったことがやっぱり必要なんです。それをど

こにもしゃべらないで言わないで、置く場所はそのまま置いていってどこに置いても

いいんだというような形で、ぼんぼんその辺に危険物を置かれたんでは、これかなう

ものじゃないですよ。それだから、ここに載っているこの予算の中でそこまでやると

すれば、これ切りも限りもない予算になってくるんですよね。だから、もしこれ課長

のほうでできることでしたらば、この予算はこの予算としてやる範囲内が決まってい

るでしょうから、この範囲以外のものでこれから新たにこういうものが出た場合には、

こういうふうに東電なり政府に要求していくんだというようなものも、ここに概算と

してやっぱり上げる必要があると思うんです。じゃ、そういったところを課長からも
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っと明細に説明をしていただきたいと思うんですが、そういったことはどうですか。

これからやる意思があるんですか、ないんですか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答え申し上げます。 

   先ほど来、当初予算で１３億円とっております。さらに今回、８億円ということで

補正を上げておりますが、その中で対応できるものと思っております。それでも足り

ない場合は、随時補正をして対応してまいりたいと思っております。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

   １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） １４番。補正予算について質疑します。 

   きのう、私の一般質問で教育長に伺ったんですが、学校の給食のことなんですね。

それで、この予算書の３９ページ、学校給食の整備事業ということで載っていますね。

１６０万７,０００円ということなんですが、きのうの質問の中で私が地産地消の西

郷村で産出された野菜が学校の給食で使われていると。それが果たして安全なのかと、

いや、大丈夫だということなんですが、実は村内の方の、これは野菜でないタラの芽

なんですが、なぜこういうことを言うかというと、村の放射線量、野菜の何ベクレル

というその測った値が本当に信用できるのかと、そういうことなんですね。 

   それで、村に対するその人の話でありますと、タラの芽を村の農政課の検査に出し

たと。そうしたら３０ベクレルの値が出たと。これ数量的に足りるとか、１キログラ

ム当たりのあれなんでしょうけれどもね。ところが、それでもちょっと安心できない

というので、ちょうどつき合いのある林業事務所の機械で測定したところ、３５０ベ

クレル以上であったと。ということは、村の検査と比べて１０倍以上の値が出たんで

すよ。どちらが本当に正確なのかということはわからないですけれども、しかしなが

ら、これは村の検査で測ったら３０ベクレル、林業事務所の機械で測ったら３５０ベ

クレル以上だと。これは余りにも数字の開きがあり過ぎますね。５ベクレル、１０ベ

クレルぐらいのそういう範囲であったら、まあそんなものかなと、一つの許容の範囲

として私も納得するというか、機械だからそういう誤差はあるでしょう。しかしなが

ら、１０倍の開きがあるということは、これはやっぱりどこか問題があると。 

   私は、これは村の検査のその機械の性能が、低く出たわけですから、そこに一つの

懐疑的な私は問題であると。これ第三者というか、もっと高度な検査機関、そういっ

たところでその両方の値のどちらが正しいかということが検証されれば、これはっき

りするんでしょうけれども、今のこれ過ぎ去ったことですからそれ以上の答えは私は

わからないですが、しかしながら、実際こういうことがあると。この点についてどう

いうふうに、私が今指摘したことについてどういうふうな見解を、今までは村で測っ

ている学校給食のね、その都度測っていることがもうこれは本当に信用が足りると、

そういうことでやっていたんだけれども、今私が言ったことについて、この時点でど

ういうふうに今度はこの問題を考えるのか。どうですか、まず伺います。 

○議長（鈴木宏始君） 農政課長。 
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○農政課長（金田勝義君） 後藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   タラの芽を測ったときに、村の測定器で測ったら三十何ベクレル、それを県の林業

事務所で検査したら三百何十ベクレル、これは同じ検体だったんでしょうか。同じと

ころでとれた同じタラの芽だったんでしょうか。（不規則発言あり）今、村で持って

おります測定器は全部で６台ございまして、メーカーが３メーカーで６台で測定して

おりますが、設定している測定下限値というのは食品については２０ベクレル、水に

ついては１０ベクレル、これは厚生労働省で定めております簡易測定器の村で今持っ

ておりますＮＡＩのシンチレーションスペクトルメータ、これのスクリーニング法と

いう方法が事細かに出ておりまして、その中で測定下限値が食品については２０ベク

レル、水については１０ベクレルで測定するようにということで測定しております。

それで、今おっしゃられたような、村で測って３０ベクレルだったものが県の、どう

いう測定器か知りませんけれども、１０倍の３００ベクレル以上出るということは、

通常では考えられないことではないかと思います。県でそのスクリーニングとかの説

明の際はですね、５０ベクレル未満であれば、いわゆるゲルマニウム測定器、１台

２,０００万円ぐらいする機械なんですが、これで測っても１００ベクレルは超さな

いという説明がございました。私どももそれを信用してやっておりますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） それは課長言うとおり、私どもも不安でなんとは言わないわな、

これは。自信を持ってそういうあれなんだろうけれども、実際これはこういうことで

あったという私は聞いております。それで、測定する材種で変わる可能性はあるでし

ょうね。その辺は同一のね、村で測ったタラの芽が同じ林業事務所だか、その辺はち

ょっと私もよく聞かなかったんですが、しかしね、課長が言うとおりのそういうこと

であれば問題はないと思う。しかしながら、きのうも私質問したんですが、果たして

学校給食の地産地消、村で学校に納めている農家の人の野菜がですよ、果たして本当

にきちっと検査を、これ疑念、私だけでない、多くの村民はそういう疑念も抱いてい

るんですよ。最初一回もう大丈夫だということで、あとはいいかげんというか、それ

はないだろうけれども、そういう毎回毎回きちっと測定したあれで果たしてやってい

るのかどうかと。いつしか惰性でね、まあ大丈夫なんだというようなそういう甘い考

えでやられたら大変なことだと。そういう疑念を持っていたところにこういう情報を

私が得たものだから、これはこういったのは丸っきり信用できないなということなん

です。もう一度聞きますが、今地産地消、西郷村の各農家から仕入れている、学校給

食に納めている食材がどういう検査体制、どのような手順で毎日毎日の検査体制はど

うなっているかということを、まず伺います。 

○議長（鈴木宏始君） 学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（水野由次君） １４番後藤議員の質疑にお答えいたします。 

   学校給食の食材でありますが、地産地消の関係で学校給食協力会会員の方から協力

をいただいております。現在は１６名の方がおられまして、その方より協力をいただ
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いて利用しております。検査体制でありますが、学校給食協力会関係の皆様並びに業

者から購入いたしました食材につきましては、毎日検査をしているわけであります。

それで、協力会関係者の方につきましては、４日前に献立に応じて給食の検査を実施

しているということであります。検出限界値は１５分で２０ベクレルであります。現

在は検出限界値以下でありまして、こういった食材はございません。さらに、一般質

問でもお答えしましたが、４月からは１食分も検査しているという状況にあります。

（不規則発言あり）失礼しました。給食１食分を丸ごと検査をしております。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） ただいまの答弁では、きちっとやっているということですね。

これは本当に慎重にきちっとやるにこしたことはないわけですから。それで、父兄の

方々、私どもも含めてやっぱりその辺がきちっと果たして、これ人間のど元過ぎれば

熱さを忘れるということわざのごとく、最初は大騒ぎして本当に神経ぴりぴりになっ

て厳しくそういうことを思っておるんですが、しかしながら、これが１年、２年、あ

るいは３年たってくるといつの間にかそういう緊張感が取れて、もうおざなりになっ

てしまうことは、子どもたちの生命、健康にもう直結することですから。それで、要

するに今子どもそのものが、学校の生徒は拒否するとか、僕は、私は、何か危険だか

らこの給食は食べないとか、なかなか子どもたちは言えないですね。一つの組織で先

生に食べなさい、そういうことで拒否できないんですよ。大人だったらね、これはち

ょっと疑念があるからこんなもの食えるかと拒否できるんだけれども、子どもたちの

ああいう組織の中で、学校教育の中で一斉に給食は残さないで食べるとか、そういう

環境のもとでは食べざるを得ないと。ですから、裏返せばね、それだけ子どもたちが

そういう拒否できないような環境の中で給食を食べなきゃならないという、その担保

としてより厳重な、正確な非常に厳しい基準を持ってこのことに当たってもらわない

と困ると、そういうことです。その点について再度、教育長の見解を伺います。 

○議長（鈴木宏始君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） １４番後藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   学校給食に対して心配をしていただいておりまして、大変ありがたく思っています。

おっしゃるとおり、学校給食は村で、あるいは村の教育委員会が責任を持って実施し

ている給食でございますので、子どもの命にかかわる給食、そういうふうに言ってい

ただきましたが、そのとおりだというふうに思っています。それだけに、今回の放射

能の件は、大変放射能って見えない、難しい問題でありまして、食の安全を期すると

いう意味から幸いにも、前にも申し上げましたが、測れるという特色を持っています。

そのことを先ほど来、説明を農政課長にもしていただき、学校教育課長からも説明い

たしましたが、議員おっしゃるように、マンネリなどということはとんでもないこと

でありまして、本当に真剣な検査の中で実施をしていると。検査のことにつきまして

は、私どもがやることだけではなくて、検査を受ける方々の理解も得なければならな

いので、そのことも十分に説明をし、同意を得て検査を行っていますので、議員のお

っしゃるように、心配にならないように今後ともしっかり検査をして、そして安全、
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しかも安心、信用していただける、信頼していただける給食、そういうことを目指し

てまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） 昨日の話にまた戻るんですが、今のは今のでいいですよ。それ

で、私はね、疑わしきは食わないほうがいいんだというのが一番１００％なんだよね。

特に子ども、学校給食の現場では本来なら、もうこれ要するに西郷村は放射能汚染地

域でありまして、議会の中で放射能特別委員会というものをつくって、ごうごうさん

ざんやっているわけですよ。その肝心な子どもたちに食べさせる給食が地産地消とい

う一つの美名のもとに使っていると、問題はないと言いましたけれども、そこに一つ

の地産地消、いわゆる生産農家のそういう立場をおもんぱかって、またあるいは風評

被害を払拭するために地元の子ども、我々も何でもなくこうして検査すれば食べてい

ますよと、そういう姿を世間に一つのアピールをするためにやっているということも

考えられる。しかし、そういうことを一つの学校給食、子どもたちにいわゆる一つの

犠牲を強いるようなことではどうなのかなと。私もそうは言っても食べていますよ、

それは。しかしながら、今言われている本当に子どもたちの幼年期、小学生ぐらいま

でが一番重要だと、内部被ばくを防ぐにはできるだけそういう、学者は言っています

ね、食べるなと。ところが、それに反して十分検査しているんだからいいと。果たし

てどちらを優先させなきゃならないんだと。ある父兄はやはり食べないほうがいいん

だと、学校現場には任せられないと、そういう方もいっぱいいらっしゃる。そこに行

政の姿勢がどっちを向くんだと、どこに重きを置くんですかということなんです。 

   そして、昨日もお話ししたように、振興審議会の、これ給食の問題の議題ではなか

ったですが、教育委員長が見えていまして、私がそれらしきものをお話しした。教育

委員長が私にわざわざ来て、学校では今そういう疑わしきものは一切使わないように

しています、そう言ったわけですよ。それで私は安心した。そういうことを使ってい

ないんだったらもう心配する必要ないんですから。しかしながら、現場を預かる教育

長は、いや、これは使っているんだと。その辺のね、これ教育委員会というものと行

政機関の長である教育長がそんなに真逆なことであっていいのかと、これが問題なん

ですよ。その辺のけじめ、これは本当は本来なら教育委員長を参考人としてお呼びし

て聞きたいんですが、急なものだからこれは間に合わないけれども、次回のあれには

ぜひ聞きたいなと思います。そういうね、一つの教育委員会の委員長さんと現場の行

政機関の長の教育長が全く逆な、そういう真逆な見解でどうなのかなと。そこにも一

つの私の食に対する不信というものが生まれている、実は。そういうことなんです。

もう一回お聞きします。どうですか、それ。 

○議長（鈴木宏始君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） １４番後藤議員のご質疑にお答えをいたします。 

   昨日も同じ質問を一般質問の中でいただきました。そのときも申し上げましたが、

私はその場にはいませんでしたけれども、委員長がおっしゃったことは、疑わしい、

つまり安全を確保できないものは食べていませんよという、その安全をはっきりとお
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っしゃっていただいたというふうに思っています。私も同じように子どもの、先ほど

も申し上げましたが、命にかかわる学校給食の食材、食、それは疑わしいとかそうい

うレベルのものではなくて、測ってきちっと安心なものだけを子どもの学校給食の食

材として提供するという方針を確固として教育委員会の中でとっています。後藤議員

もご承知のとおり、新しい食の基準が出まして、その中で一般食品、つまり野菜も含

まれていますが、それは１００ベクレルという基準であります。先ほどご質問されま

した村の機械は、ご説明あったとおり、２０ベクレルという限界値を持っていますの

で、一般食品、市販されているものに比べて相当安全な食であるということが言える

のではないかと思っていますし、私はその中で安全を確保している、そういう学校給

食というふうに思っていますので、ぜひその委員長がおっしゃったことと私が申し上

げていることに何らの違いもなく、学校給食は安全なものを自信を持って、信頼され

るよういろんな工夫もして、周知の方法などもとりながら実施していますので、何と

かその辺をご理解いただきたいというふうに思っています。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） 教育長、それは違うんだわな。私が聞いたのは、疑わしきやつ

を、地元のそういう可能性があるものに対しては使わないですよということです。検

査したから疑わしきとかそういうことじゃないよ。勝手に解釈して、だめだ、そんな

こと言っては。これは私１人が聞いたわけじゃないからね。その辺ちゃんと統一した

考えを持ってもらわないと困るんだよ。だから、そういうことだから一つの信用がで

きないということなんだ。教育長は口を開けば国の基準に合致している、県の基準が

こうだから大丈夫ですと、すべてそうですね。そういう言い方だと、その時々、国の

基準もそういう学者の判断もいろいろ変わってきているわけですよ。果たして、じゃ

どこに指針を求めていいのかと。事保護者の皆さんは、やはり我が子のそういう安全

というものを第一義に考えておられるわけだから、そういう厳密な、最も追求したそ

ういうのが出るのはこれ当然ですよ。そこを私は言っているわけ。だから、あなたが

今言ったようなことを、じゃ今度は突き合わせてやりましょう。この問題ばかりじゃ、

この辺で終わるけれども。 

   次にですね、また教育のあれなんですが、村民プールのことですね。この村民プー

ルにつきましては、全員協議会で二、三回説明を私どもは受けましたね。その中でい

ろいろ議論をしました。そのときの私どもの立場といたしまして、プールそのものが

この地震によって崩壊してしまったと。そして、今まであったものがなくなったとい

うことは、これは本当に不自由、不足をしているわけですから、当然もとに戻してプ

ールというものを機能させなくてはならないと、これは当然です。しかしながら、も

う何回も今日は議案ということで出てきましたから、全員協議会の中で私はいろいろ

問題点を申し上げた。これをまたなぞるようになるんですが、いわゆるこのプール設

計ね、あの場所の現在地に、前に建っていたところにまた建てるんだということです

ね。そこに私は問題点があると、まず第１に。そうするとね、あの３・１１の震災に

よって、あそこは地盤が悪いということがあの震災によって証明されたわけですよ。
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あの辺一体、蛇口という、小田倉ね。そうすると今度はあの山のほうへ上っていきま

すと、これは皆さんご存じのように、相当山崩れがひどかったと。私も何度も現場に

足を運んで見たわけですが、本当に住宅がもうへりのほうへ行くとみんな崩壊して使

い物にならない全壊の住宅がいっぱいありますね。 

   それで、先ごろ、ある不動産のチラシを見ますと、私も場所はわかるんですが、坪

全部で何万、９０万円ですか、何坪かな、あれ。（不規則発言あり）９０坪９０万円、

ということは坪１万円もならないぐらいね。そういう本当に格安な、もう捨て値で売

りに出しているわけですよ。あれも何度もチラシに出ましたが、それでも売れない。

もちろん私も、そんな山がずれをして、道路といえば地割れして半分崩落したような、

そういうことを普通は、我々は個人の財産を求める場合、あるいは住宅を建てる場合

は、よっぽど気が狂ってなきゃ買わないね。みんなそうですよ。ですから、その論理

でいけば、今回のこのプールをまたあの地に、崩落した場所に建てるということは、

私はね、まともな人間の頭では考えないですよ。これみんな狂っているんじゃないか

と。そして説明を聞けば、コンクリートパイルを百何十本打つんだと。そのぐらいや

らなきゃ安心できないということでしょう。そして、この道路側のあの階段なんかも

崩落して、今は直しましたけれども、なぜそういうところに、まずその場所の選定で

すよね。そういう本当にこれは問題ありという証明済みなところになぜ建てるのかと。

これが第一の最大の疑念ですね。普通、利用する人命を最大限に尊重する考えに立て

ばですよ、当然そういったところには建てないはずなんですよ。西郷村１９２.５平

方キロメートルあるんですよ。ほかに場所ということはいくらでも考えが出ますね。

なぜそういう地盤の悪い、そして震災によって崩落したそういうところに建てるんだ

ということです。これは私だけじゃない、多くの住民の皆さん、とんでもない話だと

言っていますよ。 

   教育長は、ＰＴＡがどうの、その父兄、今学校で使えないからどうのと、そういう

一つの全く安全に関係ないようなことの理由で急いでいるとしか言いようがないね。

じゃ、その人たちが果たして安全というものをどういうふうに考えているんだと。い

や、とにかく早くつくってくれ、議員の皆さんも言います。早くつくってくれという

から、まあしようがあるまいと、そんな無責任なことできますか、これ。こんなこと

を認めたら、我々は本当にそういう一つの人命とかそういうものを全く無視した、そ

してまたその教訓というものを全然学んでいない。これは議会も認めたら議会人も大

ばかだし、また、これを強行したら執行部も本当に無責任なやり方だと、こういうふ

うに私は思います。この点についてどうですか。 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） １４番後藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   ３点ほどあったかと思います。まず、場所の選定についてでございますが、繰り返

しになってしまいますが、議員も仰せのとおりですね、１点目は一日も早くやはり子

どもたちを泳がせてあげたいという気持ちがございました。それから、そういったご

意見、ご要望等もあることも事実でございます。それで、新たな場所の選定等になり
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ますと、用地の確保、それから用地の買収等、そういったものに日数と、それからあ

る程度多額の用地買収費もかかってくるかと思います。２点目といたしましては、要

するに今の現在の場所でございますが、体育館、それから野球場などの運動施設が集

約しておりまして、一極集中型ということで利便性を考えればやはり一番利用がしや

すい場所ということがあるかと思います。それから、３点目といたしましては、昨年

の３・１１の震災時、この地域が断水が続きました。そこで、今回計画しているのが

浄水型のプールということで、防災対策を兼ねた施設でございます。野球場の隣にあ

りますサブグラウンドにつきましても、防災ヘリのヘリポートとして指定されている

ことなどから、防災対策の拠点として活用するという考えでございます。 

   一番被災した場所ということのご指摘でございますが、確かに法面部分がずれたと

いいますか、道路のほうにずれたということも事実でございますが、あと、ご指摘に

ありました村民体育館の上ですか、小田倉の伝四郎というところの甲子ガーデンかと

思いますが、そちらについても東日本大震災で盛土の一部が崩落したというふうには

聞いておりますが、切土に関しては村民プールと同様に崩落もなく保たれているとい

うことをお聞きしております。今回の既存の今のある場所について村民プールを建設

するということの計画については、安全に安全を重ねまして、先ほどお話しあったよ

うに、杭を打ち込むなどのさらなる安全のために補強をしていくという考えでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） 今の説明では全く納得できませんね。要するにこの計画に沿っ

てもう惰性でね、もうとにかくやればいいんだという考え以外の何物でもないでしょ

う、これ。もう用地が差し迫ってないからどうのこうの、いろいろ今言われましたけ

れども。根本的な、いかにきちっとしたそういう一つの、要するに私は何度も言いま

すが、こういうものをつくる場合は一つのそういう考え方、要するにコンセプトとい

うことをまずどういったあれでやるんだと、それがまずないんですね。ということは、

何でもかんでももうつくればいいんだと。一部のそういうわけのわからない連中の早

くつくって子どもたちに泳がせるのをつくろうと、そんなたぐいの、そんな何の理想

も、何かそういう価値を見出せないような連中のことばかり聞いて、行政としての一

つの高度なそういう理想というか、そういうものが全然ないですね、この考えには。

ましてこれ地震で被害を受けたところ、これ少なくともつくったらもう４０年、

５０年そこでやらなきゃならないですよ。４億数千万円の予算で、５億円近くかけて

だよ、つくったものは今までのところにつくって、屋根をかけたらどうだなんていう

そういう要望を聞いて、じゃちょこっと競技用のレーンを１つ増やしたぐらい、その

ぐらいで気休めにごまかして、そして議会を納得させようと。でも議会も議会。そう

いう一つの焦った連中のことを真に受けて、その後のことをみんな考えていないです

ね。執行部。 

   ですから、先ほど課長言いました、一極集中と言うけれどもとんでもない。一極集

中やってないのはこれ、いや、いいですよ、一極集中。じゃ西郷村の行政で一極集中
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やっていますか。保健センターは向こうのほうにつくり、今の文化センターに教育部

局を置く、生活改善センターには建設課、農政課を置く、何ら一極集中なんてやって

いないでしょう。何を言っとるかと。自分たちの都合のいいときは一極集中なんてそ

ういう文言を用いて、実際やっていることは西郷村政はばらばらでしょう。あっちへ

つくった、こっちへつくった、また同じことをやろうとしている。だから、何のそう

いう思想、そういうもののあれがないですね。こんなのは本当に素人以下というか、

話にならないですよ、これ、すべて。庁舎を改築するにもちょこちょこっとアスベス

トを剥いで、そのぐらいで終わり。じゃ肝心な住民の利便性を考えた設計も何もしな

い。住民のためのトイレもつくらない。あちこちばらばらにちょこちょこと金を使っ

て、そういう行政でしょう、これ、すべて。今回もそういうことでしょう、これ。こ

んな行政がまかり通ると思ったら大間違いだ。もう本当に、先進地のいろいろな自治

体を私どもは見たり聞いたり、あるいはいろんな情報で知っていますが、こんな西郷

村みたいなあっちへつくり、こっちへつくり、そしてまたこういう地震で崩落した後

にまたつくるなんて、こんなばかなことをやっている自治体なんて恐らくないんじゃ

ないですか、これ。これが平然と行われようとしている。これは我々は唯一のチェッ

ク機関である議会が断固として阻止しなきゃならないですよ、これは。とんでもない

話だ。全く金の無駄遣いというか。 

   そしてまた私はね、今ちゃぽランド、西郷観光株式会社においてもさまざまないろ

んな問題が出ていると。あそこで多額の委託費の名目でいろんな使途不明金、それか

ら事業運営について本当にきちっとしたことがなされていない。もうこの辺ですべて

真っ平らにしてもう事業を再構築しなきゃだめなんですよ。だからそういった意味で

も、この村民プールのこの事業についても、いろんな意味で一回フラットにした形で

すべてをどのように、いや、私はプール建設は反対じゃないんですよ、それは大いに

つくったらいいと。しかし、もっと充実した、いわゆる住民のための利便性とか、そ

んな崖崩れ、地盤が動いた、崩落したようなところでつくるのはとんでもない話だ。

それは一部の人間が早くつくってくれと言っている、とんでもない話ですよ。学校プ

ールで間に合うじゃないかと、あるいはまたスイミングクラブでそこで行きゃいいと。

半年、１年待ったらできるでしょう、これ。場所選定だって何だって。いくらでもあ

りますよ。そういうことをぬけぬけと、これ野田総理と同じだよな。これ。全くぬけ

ぬけとそうやって一つの既成事実みたいなのを積み重ねて、最後はなし崩し的に事を

済ませようとする。何なんですか、この行政は。村長、答えて。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午後２時２０分まで休憩いたします。 

（午後１時５９分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後２時１９分） 

○議長（鈴木宏始君） 休憩前に引き続き、議案第４５号に対する質疑を続行いたします。 
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   １４番後藤功君の質疑に対する答弁を求めます。村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） １４番後藤議員の質疑にお答えいたします。 

   いろいろご指摘ありまして、本当にそのとおりの部分あります。一極集中が云々と

か。ただ、私になってからつくったものでもないものがありますので、ひとつよろし

くご理解いただきたい。そして、今言われた問題は安全性です。今回、議員ご指摘の

とおり、安全を考慮してやって、なおかつ村の総体的な施設整備に寄与すべきだと、

そのとおりであります。私もそう思っている。同時に、今回の震災に対する対応につ

いても早くしろということがあったり、あるいはできるならばよりよくしたい、そこ

で屋根をつけるということになります。一つ、やはりいろいろご指摘ありました。重

要な問題です。あそこが正しいのかどうか、正しいというより安全かどうかの問題で

す。いろいろ一般質問の中でも議員のお考えをお述べになりましたので、私もいろい

ろ言われたことについてはよく考えていきたい。それもそれなりに意味を持っており

ます。今回あそこにしたということは、やはり一つの災害復旧という意味合いを持っ

ているということで、これまで野球場あるいは体育館、その他の施設をあそこに集中

して、中島というやっぱり西郷村のへそになる部分、あそこにいろんなことを集中し

ていこうという意図がありありであります。私もこれはいいと思っている、野球をや

っている、あそこで。そして、今後の展開、いろいろご意見あります。私もお金を準

備して、そして今議員言われたとおり、あるいはスポーツ振興とかいろんな皆様のご

意見を聞いて、あそこにいろんなトラックとかあるいは施設を集約していきたい、そ

の気持ちは変わりはございません。 

   そこで、今回この道路側に少し亀裂が入りましたね。私も何回も見ました。そこで

あそこの安全性はということでボーリング調査、あるいは盛土、切土の境、そういっ

たことを調べて、かつ、やっぱり設計するに当たっては震度７といいますか、一番最

新の、阪神・淡路以降の最強のものに耐えるように、そう指示しました。ということ

で、今回の建物については切土部分の中にあります。ただ、切土部でも弱いところが

ないとは限りませんので、念のためパイルを打ち込むことにいたしました。そういう

ことになりますと、やっぱり皆様方からご意見、議員以外からももう少し北側に寄せ

るべきだとか、駐車場のほうは大丈夫かとか、ずっと見てやってきたわけでございま

す。そういったことで、従来のプールについては取り壊して、そして北側に寄せて、

そして盛土部分ではないところ、盛土部分は南側になるわけですけれども、そこをよ

けてつくるということにしたわけであります。このことにつきましては、もう去年か

ら話といいますか、考えを持っておりました。そこで復興交付金を使おうということ

で手を挙げてきましたが、なかなか交付金はご指摘のように難しい部分があって、外

されてしまいましたね。しかし、その後も私はずっと県の整備の委員会ということの

中に入れてもらって、そしてこれは生活環境部、地震対策、それからこれと連携する

ところは文部科学省の補助金ということで何回もやりました。そして今回、この場所、

あるいは設計、あるいは強度、あるいは仕様を皆様に何回かお示しいたしましたが、

そこで一応お金をかためて、そして補助率を確定し、かつ了解のもとに進んでいると
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いう状況でございます。 

   議員のお話はそのとおりで、私もそのようにしていきたいという気持ちは持ってお

りますが、事プールに関しましてといいますか、今回の問題は、子どもたちは去年と

今年についても白河のほうに施設をお願いして、屋根付きの中でやっておりますです

ね。やっぱり早く除染をして、そしてこういったことにこたえていきたい。子どもた

ちもやっぱりこの外部被ばくというんですかね、こういったものもよけていきたいと

いうことになると思いますので、そういったことでやっておりますのでぜひとも、い

ろいろお考えはよく聞いたつもりでございますので、ぜひこのことについてはご賛同、

あるいはご推進していただきますようによろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） 村長、従来の答弁の域を出ないわけでありますが、佐藤村政に

特徴的なのは、どうも思い切った、要するにばっといいものは切りかえて、一つの従

来のそういうものを決断して、よりいい案があったら自分の考えに固持しないで、そ

して私どもは何もそのね、つくるなと言っているわけだよね。これ前向きな、つくれ

と言っているんですよ。しかし、その問題点があるぞと、あそこは問題点があると、

既に実証されているでしょうと。その教訓をなぜ学ばないんだということなんですよ。

そういうものを一切無視して強行しても、ろくなものはできないんですよ。なおかつ、

それ以上のそういうプランというものが、私どもに納得させるそういうプランではな

いと私は思います。 

   といいますのは、プールの位置ね、学校生徒、子どもたちのためのプールじゃなく

て、全員協議会でも申し上げましたが、これはこれから高齢化社会がどんどん進んで

いく時代。それで、今もう既に先進的な自治体あるいは民間の事業者は、いわゆるフ

ィットネスクラブということでいろんなスポーツ施設、本当にユーザーのためのいろ

んな最高なものを常に提案しているわけですよ。事業としていかに成り立つかと。と

いうことは、お客様が満足しないような施設をつくっては、これは商売にならないん

ですよ。行政がやる仕事はそういう点が欠けている。要するに使う人の身になった施

設をつくらないんですね。一つのつくるほうの論理で、安全基準を達成していればい

いとか、予算がこれだけだからこの程度でいいんだとか。だから非常に詰めが甘いと

いうかね。 

   それで、事業者からは何回も設計をやり直したり、また、コンペでいろんな協議を

させて、よりすばらしい提案を採用するわけですよ。この今回のプールにしても、そ

ういう設計コンペをやったという形跡はない。うがった見方をすれば、既に設計者も

一つのそういう流れのね、行政とのつながりのより深い人がその流れで落札をするん

じゃないか、また、提案しているんじゃないかと。それでは本当に住民の、使う人の

そういう願いというのが達成されないであろうと、そういう見地から、私はこれは拙

速してつくるべきではない、より最もすばらしいものを、使う側に立ったそういう提

案というのを広く募集して、また、先ほど私が申し上げた中高年あるいは大人のそう

いうプールを利用した健康増進のための歩くプールとか、いろんなものを考えるわけ
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です。それと同時に、また白河市では図書館というものを、かなり大規模なものをつ

くって非常に好評を得ているわけですよ。私の知人も何回も行って利用しているけれ

ども、一度行ってみな、本当にすばらしくてもう本もいろんなものが豊富にあるし、

本当に居心地がいいところだと。やはり今回そういうね、こういったプールだけじゃ

なくて、図書館というかそういうものも併設したり、サロンを広くとったり、そして

庭もつくったり駐車場をたっぷりつくったり、そして段差のないそういう敷地につく

るとか、いろんなことがあるわけですよ。ですから、何もここで拙速してわずか３か

月や半年、ここまで来たらどうということないんですよ。一つの、何というかな、意

地になってもう急いでつくっちゃって、そういうことが優先されてやろうとしている

としか私には思えないんです。 

   ですから、村長ね、ここは私どもはこのプール建設に反対ということじゃないんで

す。もう少し充実したものをつくったらいいんじゃないのと。同じ５億円をかけるな

らば、１０万円や３０万円、１００万円だったらね、いや、こんなのまあいいや、も

う一回やり直しだと簡単にできますが、５億円もの多額な資金を投入するからには、

少なくとも四、五十年もたせなきゃならないでしょう、これ。その間はこんなつまら

ないものをと、わからないですよ、それは、結果的にどうなるかは。しかしながら、

もしもっといいプランを採用しない、そういうことを努力を怠った結果、その時代を

生きる人はそういう不便、何か中途半端なもので強いられると、これが非常に私は残

念だと思います。そして、我々のこの意思によって、今現在、選択ができるわけです

から、これ重要なことなんです。議会の皆さんも自分のこの１票の議決権というもの

を最大に行使すれば、この村長の、または教育長の凝り固まったこの固持するね、何

だかわからないけれども、それを覆されるわけだ。そこでは真っさらな状態で我々と

ともどもにいいものをつくっていくと、こういう考えを私はしている。ですからしつ

こく言うんです。ですからぜひ村長、その点よく、メンツにこだわらないで、私ども

も積極的にそういう考えでおりますので、どうか、どうですか、村長。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 議員が個人的に持っている資質、よくわかっているつもりです。

あなたは、個人的にも日本全国を回って公共施設の一番いいところを見ているはず。

あるいは経営の何たるかについても、あちこち勉強されて知っています。それで、今

言ったのは私も同じです、考えは。できればそうしたい。しかし、この問題は、さっ

き言ったとおり、時間の問題とか、それから財源の問題とか肯定して私はやってきた。

さっき、もっといいのがあるのはわかっています。そして、（不規則発言あり）いや、

その前から屋根付きのプールについては、職員を派遣してあっちこっち見ています。

公共施設の限界、（不規則発言あり）いや、そう言わないで。補助金もやっぱり全部

が全部つけるわけではない。やっぱり今言われた補助に合致したものということもあ

って、このせめぎ合いはずっとやってきた。ですから、議員の理想については、当然

私も知っているつもりです。ただ、ここまで来るためには結構努力をして、議員が言

っていることを少しでも取り入れてやろうということもぜひお認めいただきたい。私
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は、そういうことをしてきてここまで何回も説明したり、あるいはスポーツ関係の皆

さんの意見を聞いたり、あるいはＰＴＡの意見を聞いたりということもいろいろしま

したが、やっぱり今のやり方で早くという声もあったり、これはあながちできません。

しかし、議員の言われたことについては、これは私はいろんな意味で実現したいと思

っております。これはやっぱり財政的に基盤をつくってですね、もう少し景気がよく

なって、村税がもう少しそういった今のことをできるようなことにして、そして今の

ことも実現していきたい。その場合においては、今の話はまたよくお聞きするという

ふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） よろしくと言われたってね、それはだめだなと言うほかないん

だけれども。とにかく拙速を避けて、もう一回ね、よくお互いに考えようと。そして、

そういういろんな施設を調査研究したりできるでしょう。だから、何でそういう拙速

をして、持論にこだわってね、議会と対決するようなことをわざわざ持っていくのか

なと私は思うんです。だから、村長はそういう、もう変えないのならそれはそれで仕

方がない、これはね。全力を挙げてこれ阻止するほかないんだけれども。そういうこ

とです。終わります。 

○議長（鈴木宏始君） ほかに質疑ありませんか。 

   １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） １７番。議案第４５号「平成２４年度西郷村一般会計補正予

算」について質疑いたします。 

   ページ数は２５ページなんですが、関係資料の中で環境保全課の予算で８億

８９２万円ということで、放射性物質除染対策事業ということで計上されております。

その点についてお伺いするわけでありますが、このように計上された予算でこれから

除染が始まるということで理解はしておりますが、当初予算でも予算が上がっており

まして、今回またこのような予算が上がったということで、かなりの予算が上がって

きていると。上がっている割には仕事を全然やっていないということなんですが、今

後の計画は、恐らく家庭を１戸１戸除染していくんだということもある程度理解して

おります。ですが、優先順位というんですか、除染を進めていく上においての優先順

位があると思うんですが、その辺をお示ししていただきたいなと、そのように思いま

す。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） １７番大石議員の質疑にお答え申し上げます。 

   予算はとっているんだが仕事がなかなか進んでいないということなんですが、優先

順位ということでございますが、特別委員会の中でも優先順位についてはご説明申し

上げましたが、５段階に分けて一般家庭、子どもさん、若いお母さんがいる家庭が優

先ということで、二重丸、重点区域ということで、最重点地域ということでそれの高

い順に除染を行う計画でございます。それにはやはり大前提となっております仮置き

場の設置問題が今浮上しておりますが、こういった中でそういった子どもさん、線量
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が比較的高い１マイクロシーベルト/アワーに近い地域、ここを優先に実施していく

考えでございます。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） １７番。再度質疑させていただきます。線量の高いところから

と、そして１マイクロシーベルトあるところから除染していくんだということで、大

変村民の方々には期待している方々も大勢いるのではないかなということで自負して

いるわけでありますけれども、保育所関係なんですね。家庭はもちろん大事ですが、

保育所関係の先生方が大変苦慮しているんですね、もう既にね。というのは、毎日子

どもたちを預かっているから、線量を測っていて高いところを先生が天地がえしたり

花を抜いたり、いろいろしているわけですね。確かに仮置き場ができなくても、でき

る仕事はもう既に始めなくては、私はせっかく予算をつけても何にもならないのでは

ないかなと。保育所の先生方しか今のところ目にしているところがないんですが、本

当に感謝申し上げたいなという中で、子どもを預かる場所をもうちょっと、仮置き場

が完全にできるまで進める方法があるのではないかなと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   先ほど、そういった一般家庭の子どもさんということで最優先と申し上げましたが、

最優先としては保育園とか幼稚園が挙がっています。その次に一般家庭ということで

ございますので、幼稚園、保育園につきましては、もう既にメーンのところはやって

おります。ただ、今年については、そのメーンから、校庭から外れた裏とか庭とか法

面とか、そういうものを今年は除染したいと考えております。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） さらに質疑を進めたいと思います。保育所、幼稚園は子どもを

預かる場所として重点としてやっていくんだということなんですが、まきば保育園で

すと入るところが０.３５前後かな、高いのか低いのか、私は放射能の学者でないで

すからわかりませんが、保護者によってはちょっと高いんじゃないかなと言う方がい

るんですね。ですから、せっかく環境保全課が設置されて、既に仕事が進められてい

るとすれば目を配ってほしいなと、そのように思います。 

   それでですね、関連になるんですが、今ほど課長が申された仮置き場について、大

変１６番議員さんもね、地元に水が流れてくるんじゃないかということで心配されて

いるということで、私も何件か黒川地区を歩いてまいりました。そうしたら、ある人

はこう申していました。今さら除染って甘いと。半減期２年のセシウムがもう２年に

至れば幾らか下がっていく中で、除染というのは甘いというおしかりの言葉もいただ

きました。それをどうのこうの言っても始まりませんから、言われた言葉に対してこ

こでお伺いしていくしかないなと、そういう観点のもとにお伺いしますので、ご答弁

のほうをお願いしたいと思います。黒川は線量が高いということなんですね。ですか
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ら、その仮置き場ができる以前に、線量が高いのにまた線量が流れてきたらもっと高

くなるのではないかなという話なんですが、黒川地区の線量は環境保全課でつかんで

いる限りではどれぐらいの線量があるのかお尋ねしたいなと、そのように思います。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   村では現在、全体で１２３か所を地図に落として広報で流しておりますが、そのほ

かに行政区、地域ごとに詳細に１,２００か所測っております。そのデータによりま

すと、これが黒川の一般家庭の住宅地図でございますが、これを詳細に測った中では、

平均で大体０.８から０.９ございます。ですから、西郷村でも比較的高いところとい

うことで、除染計画の中では最重点地域ということで位置づけております。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） さらに質疑を続けさせていただきます。もう既に最重点地域の

黒川地区だということで、恐らくあの地域の方々は、自分の置かれている地域がどれ

ぐらいの線量だということは知っていないのかなという感じもしております。環境保

全課も前からチラシ等で地域の線量を通知はしていると思うんですが、お年寄りは見

ていないのかなと思います。そういう中で、最重点地域で仮置き場ができれば一番責

任あるんだという地域だということで、あの地域の方にもお知らせしたいなと、その

ように思っております。 

   さらに質疑に入ります。関連になります。黒川の水路はほとんどが土側溝なんだそ

うです。土側溝でなかなか水路が、俗に言う小規模水路というか、コンクリートの水

路は入っていないんだということなんですね。今まで黒川地区というものは投げられ

ていて、そういう中で今度は上のほうに仮置き場ができるということで、大変おしか

りを受けてまいりました。それを云々今言っても始まらないんですが、仮置き場の水

が流れないとしても、何とか水路ぐらいは入れてやれないかなということで、環境保

全課に話しする言葉ではないんですが、質疑する言葉ではないんですが、どんなもの

かお伺いしたいなと、そのように思います。（不規則発言あり）除染じゃなくて、側

溝をやめて水が流れるような形にすると。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 今、多分、側溝と因果関係があればできますが、ちょっと土側溝

から汚染された土を持っていって、その後Ｕ字溝を入れるというやつを採用して、オ

ーケーのサインは今出ておりませんので、それが本当によい状況が出るという実証が

出ればなんですが、何とも今のところは。ただ、ご意見はそのとおりいろいろ伝えて、

因果関係の中に伝えるのであれば有効だと思いますので、それはつないでいろいろ聞

いてみたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） 急に言われて、急に説明会が近々ある中で、じゃすぐにやりま

すということも大変難しいと思うんです。ですが、前段で述べたように、黒川は本当
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に村にはかまってもらっていないという話なんです。というのは、私も一議員として

もっと足を運べばいいんですが、足を運ばないから、黒川には議員がいないから何も

してもらえないんだというくらいに、そのおしかりを得て行ってきたという面もあり

ます。ですから、説明会をするときには、恐らくそのような話が出たときには準備し

て行ってはいかがですかという意味合いを込めながら質疑にしたいと思います。 

   またさらに、これもその区民からの話なんですが、やはり何年置かれるんだと、何

年置くんだと、西郷村全体の除染したものを置くのかいと言って心配していましたね。

というのは、はっきりした数字が出ていればいいと言うんですが、はっきりした数字

は前回の全員協議会と同じで。答えられますか。お願いします。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答え申し上げます。 

   仮置き場は本当に何年置くんだということなんですが、今のところ、国のほうで中

間貯蔵施設がまだ着工していない段階では、３年程度ということしか私の口からは言

えませんので、今現在の情報では３年程度ということでございます。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） 課長も大変苦しい立場かなと、そのようにも思っております。

今日、たまたま昼食を食べておりましたら、楢葉町で４,０００人からの署名で中間

貯蔵庫反対の陳情書が町長あてに持っていかれるニュースをちょうど拝見しました。

その楢葉町の町長が言うのには、やはり町の再建を願っているんだと、中間貯蔵庫な

んてもってのほかだというふうな、その反対の意見を提示してきた方に同調する言葉

を出しておりました。楢葉町以外にも、相双地区には不幸にして町を離れて生活して

いる人が大変おります。そういう中で、国はそういうふうに苦しんでいる方々のとこ

ろに中間貯蔵庫をつくりますかと、つくらせていただけませんかと言っている国自体

が私は心のない人だなと、そのように思っております。ですから、全員協議会のとき

に、３年間で完全に中間貯蔵庫をつくりますということを今の大臣である細川大臣か

ら一つの書類をもらう必要があると思うんですが、課長の範囲内でできますかどうか、

その辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   大臣の確約がとれるかということでございますが、これも県のほうに問い合わせて

以前から国の責任とか、いろんな議員の皆さんからそういった意見、責任問題、そう

いったものの確約がとれるかということで、国が太鼓判を押せば我々も仕事は本当に

スムーズに進むと思うんですね。ですから、その辺も要望は県のほうにしてあります。

東電のほうにもしてあるし、国のほうは県を通して要望はしておりますが、なかなか

村の意向に沿えない回答しか来ておりません。私は本当に仕事を、末端がやらなけれ

ばだれもやりませんので、その辺の確約を押してくれと、確約してくれと、いろんな

要望はしているんですが、なかなかいい回答が得られない。棚上げにされている状態

です。何度も申し上げているんですが、なかなかそういったいい回答が得られないと
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いうことで、我々も苦労しているところです。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） 課長にはね、村民の子どもさんは宝だと、村民の方々は皆さん、

放射能から少しでも逃れてほしいなということで放射能特別委員会から提示された仮

置き場に向かって一生懸命やっていると思うんですね。ですが、相手が相手だけに、

とにかく見えないと、においもないと、音もないと、恐ろしい、そういうふうなメデ

ィアの言葉にどうしても先行されているのが実態で、本当に課長には、執行者もしか

りですが、大変かと思いますが、ぜひとも末代に残る放射能の除染の廃棄物を抱えな

いように努力してほしいなと、そのように思います。 

   さらに、これは私の憶測であって、私の考えであります。損害賠償審査会で西郷村

は賠償地以外だということで指定されたというか、そういうのが現実であります。そ

ういう中で、今度は中間貯蔵庫ができたと。そして西郷村は仮置き場に大変なごみを、

ごみというか、廃棄物を重なって入れている。今度は中間貯蔵庫に入れるときに、放

射能の高い順に持ってきてくださいという、そういう順位が出てくるんじゃないかな

といって私は心配しているんですね。６０市町村の５０市町村が一度に運びなさいと

いうことは、絶対ないと思うんです。その辺も県に確認をしないと、順位は出ないで

しょうね、県南をまた捨てるようなことはしないんですねということを私は念を押す

べきかなと思うんですが、課長の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） お答えします。 

   おっしゃるとおり、私もそういった懸念はしております。確かに６０市町村ある中

で、そういった問題は必ず出てくると思うんです。優先順位といいますか、運び出す

順序ですね。そういったことのないように、西郷村は早く終われば早く、低くても持

っていくという要望はします。その辺は国・県と協議して間違いのないようにしたい

と思います。 

○議長（鈴木宏始君） １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） できるだけですね、村を見てもわかるように、行政は縦割り行

政で、そこに人事があって１０年後、２０年後になったら何かその方々もいなくなっ

ちゃうということで、できれば書類を交わし合って、そして末代まで仕事が進んでい

けるような方法をとっていただきたい。確かに行政は事務の継続性はありますけれど

も、人がかわれば気持ちも変わる、そして長くたてば風化してくるという観点からも、

ぜひその辺を考慮しながら仕事に進んでいっていただくことをお願いしながら質疑を

終わりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） １５番。西郷村一般会計補正予算につきましてご質疑いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

   ページで３９ページの目の３、節の１５工事請負費、金額の４億９,５５９万
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６,０００円ですね、プール改築工事費について質疑いたしたいと思います。先ほど

１４番議員もこの件について質疑をいたしたわけでございますけれども、今回のこの

プール建設につきましては、本来、復興交付金、そしてまた村の起債、そして文科省

の補助金ということで三本立てで一応やる予定でおったんですが、当初から私もだめ

だと思ってはおりましたけれども、復興交付金は該当しないということで、その１億

６,０００万円分はまた新たに村が起債を起こして、借金をしてそのプールをつくる

ということでございます。実は、私も選挙の洗礼を受ける身なんですが、正直、私の

支持者から何本か電話が来まして、４億５,０００万円の金をかけて今この時期にプ

ールをつくる必要があるのかと、絶対反対だと、何か今やるべきことが間違っている

んじゃないかというふうなおしかりの電話をいただきましたし、私自身も正直言って

この村民プールをつくることについては疑問を感じておったわけでありますが。そこ

で、本当にこの村民プールが必要なのかということが問題だと思うんです。そういう

中で、学校教育課長にお伺いいたします。また、生涯学習課長かもしれませんけれど

も、村内に村の施設としてプールがどこに幾つあるのか、これをお知らせ願いたいと

思います。 

○議長（鈴木宏始君） 学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（水野由次君） １５番議員の質疑にお答えいたします。 

   学校教育課関係ですが、幼稚園につきましては、小型のプールが１つございます。

小・中学校につきましては、川谷小・中学校が小・中学校まとめて１か所で、小学校

各校にございます。中学校につきましては、西郷二中に１か所ありまして、西郷第一

中学校につきましてはございません。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） １５番佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   社会体育施設のプールにつきましては、今お話しありました村民プール、体育館の

隣にあります。それから、追原地内にも追原プール、こちらが社会体育施設として

２か所ございます。 

   以上でございます。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） そうしますと、村内には小学校は全部ですね。小田倉小学校、

熊倉小学校、羽太小学校、それから、中学校については西郷二中ですね。西郷一中は

今ないということですね。そして、村民プールは今１つ使えませんけれども、追原プ

ールもあるということになっております。５か所、使おうと思えば使えるプールがあ

るというふうに理解します。先日、実は追原のある住民の方から、なぜ追原のプール

を除染してくれないんだと。今、郡山、白河で除染を一生懸命やっておりますが、な

ぜ小学校、中学校、また追原プールについて除染をやらないんですか。使えないんで

すか。使えるようにする意思はないんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（相川 博君） お答えいたします。 

   追原のプールでございますが、追原のプールにつきましては、すみません、正式名

称がわからないんですが、地元の子ども育成会というところにお願いをいたしまして、

８月に、ちょっと時期があれですけれども、短期間で毎年利用されております。（不

規則発言あり）毎年利用しております。それで、せんだって５月に地元のその子ども

育成会のほうから、水を抜いてくれということで村のほうにご相談がありまして、こ

ちらで排水をいたしまして、今年も使用する予定でおりますが、除染ということがち

ょうど環境保全課で今除染計画を立てておりますので、除染の計画というのはすぐに

は今のところはございません。（不規則発言あり）ええ、一応予定はしておりますけ

れども、子ども育成会のほうとも相談して今年使用するのかどうかですね、その辺は

これから詰めていきたいというふうに思っております。 

○議長（鈴木宏始君） 学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（水野由次君） 質疑にお答えします。 

   学校関係のプールでございますが、学校関係のプールにつきましては、保護者、Ｐ

ＴＡ並びに地区の方、さらには消防団の協力を得ながら学校の先生方、各校によって

さまざまではございますが、プールの清掃並びに除染関係を行っております。また、

水につきましても、現在は使用してよいというふうな県からの指示はございますが、

現在は使わないでいるという状況であります。（不規則発言あり）現在はプールは使

用しないという状況でございます。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 学校関係でプールを使用しないというと、その使用しない理由

についてお聞かせ願いたい。また、正直言って追原のプールについても、昨年３月

１１日、１２日、１１日以降ですね、あれから１年３か月たっている。先ほどから、

子どもたちが、ＰＴＡがプールが欲しい、プールが欲しいと言っているんだと言って

いながら、何もしていなかったと。全く話が矛盾している。なぜこれ利用できないん

ですか。 

○議長（鈴木宏始君） 学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（水野由次君） ただいまの質疑にお答えします。 

   学校のプール使用に関しましては、各学校によりましてＰＴＡの方並びに教職員の

方が協議をしております。そういった関係、さらには校長会等で教育委員会とともに

協議をしながら、さらには教育委員会に諮りながら決定をして、今年は安全性、安心

を確保するためには使用しないということで決めたものであります。また、プールの

プールサイド等も今後の放射線の除染計画のところに入っておりますので、それに基

づいて除染をしてまいるという計画であります。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 一事が万事これなんですね。村内の一般住宅についてもこのと

おりなんです。実際、本当に住民のことを心配しているのかと疑いたくなる。一日も

早く除染もしなきゃならない、一般住宅もしなきゃならない、また、子どもたちの健
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康調査もしなきゃならない、こういったものですべてがそのようにおくれているんで

すよ。そして、プールをつくります、ＰＴＡが言っているから、早くつくれ、つくれ

と言っているからつくります。今あるプールを、例えば１,０００万円ずつかけて、

５か所で５,０００万円かけたら屋根をつけてきれいに除染できるんじゃないですか。

すぐに間に合うでしょう。こんなの去年の段階で考えればいいんですよ。その責任を

ですよ、育成会が、ＰＴＡが、校長会が。じゃ、それがあれですか、そのＰＴＡとか

校長会がこの邪魔をしているんですか、使えなくなるための。（不規則発言あり）と

んでもないでしょう、これ。逆に、これを早く使えるようにやってください、子ども

たちが一日も早くプールを使って、授業に使いたい、夏休みに使いたいからやってく

れと言うのが本当なんでしょうよ。（不規則発言あり）これを何もやらないで、そし

て１６０本もの杭打ちして危険な場所に早くそのプールをつくるんだと、何か狂って

ないですか。（不規則発言あり） 

   教育長、この状況において、私、議会議員として全く納得できません。なぜ東京電

力や県や国に対して、学校のプールがこのような状況で使えないんだ、子どもたちが

泳げないんだから、これについていかにして賠償してくれて、早くその除染の費用と

かそういう経費を出してくれと、去年の段階からこれをもう進めておくべきじゃなか

ったんですか。そして、今ごろもうきれいに除染が終わって、プールサイドは新しく

コンクリートタイルできれいにして安全にして、また、場合によっては屋根もつける。

現在、東電が言っているのは、もう放射性物質は降っていないと言うんですよ。ある

意味、屋根は必要ないんです、東電の言うことを信用するのであれば。ならば、プー

ルの中とプールサイドとその周辺を徹底的に除染をすれば、今年の夏に子どもたちは

もうプールで遊ぶことができたんですよ。そのことを全く手をつけず来て、プールだ

けつくるんだというのは何たることなんですか、これ、教育長。（不規則発言あり） 

○議長（鈴木宏始君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） １５番佐藤議員のご質疑にお答えいたします。 

   お話しされていること、よくわかります。子どもたちがそれぞれの学校にあるプー

ルを使って水泳をできるのであれば、それが一番いいというふうにも思っていました。

昨年、この放射能の問題が起きましてその後、私も町と村の教育長の役員をしていま

して、東電にも行きまして、このプールの使えない状況についても話をしましてお願

いもして、東電としては子どもたちのことを考え、屋根のついたプールをつくる、そ

ういうことをやってほしいと、そういうことも言ってまいりました。福島県に数多く

あるプールですから、東電もなかなかよく検討しますとかそういうことでした。それ

ならば、村の中にあるプールを１つでもいいから屋根をかけてほしいと、そういうこ

とを通して子どもたちの安全・安心した水泳活動ができるんだから、何とかそれをや

るべきだということでお願いもいたしました。そういうことをお願いはするんですが、

議員もご承知のとおり、なかなか実現しません。そういう中にありまして、復興交付

金ということが出ましたので、そのことを通してぜひやりたいというふうに思いまし

たが、議員からもなかなか難しい案件ですよ、これはというふうに言われていました
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が、結局残念ながらだめでした。でも、そのことを実現しないわけにいかないので、

今度は文部科学省の補助金をお願いしながら、その備えをしてきたところであります。 

   ここにおられる議員様方からいろいろ昨年中にも申されたように、子どもの放射能

に対する安全を図れと、運動会１つとっても、運動会をやることはどうなんだという

お話もいただくほど心配をしていただきました。屋外プールをするということは、子

どもたちがそれ以上の心配を保護者もみんな持つ案件であります。そういうことであ

りましたので、できるだけ早く屋根のかかったプールをつくっていただいて、そのこ

とでこのことを解決したいと考えたわけであります。あわせまして、子どもたちのこ

とだけでなくて、村民の方々がたくさんいます。そういうことの方々、並びに前にも

ずっと説明していますが、プールをつくる目的としてスポーツ施設、社会教育施設、

あわせて健康づくりのためのプール、そういうことも考えた上で総合的なプールを

１つ何とか持ちたいということでやってきたことでありますので、学校プールのこと、

よくわかりますが、そういうことをあわせて計画を立ててきた案件でありますので、

ぜひご理解をいただきたいというふうに思っています。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 全く理解できないです、やっていることがね。本当に子どもた

ちのことを考えているんですか。自分のことを考えているんじゃないんですか。子ど

もたちは一日も早く本当にプールに入って水遊びしたい。ましてやこれから７月、

８月、夏休みに川に行って泳ぐことができないわけですから、当然これは必要なんで

す。最大限その学校のプールを除染をして使えるように、いかなる手を使ってでもと

いう気持ちで除染すればできたはずなんです。屋根付き、屋根付きと言いますけれど

も、私すごく疑問に思うんです。なぜ屋根付きにするんだ、放射能汚染が怖いからな

んですか。もし放射能の汚染が怖い、放射能が怖いと言うのであれば、当然にこの屋

根付きに対しては、東京電力なり国にその補償を求めるべきじゃないんですか。（不

規則発言あり）今回は村の一般財源と起債なんですよ。借金なんです。この借金につ

いても基準財政需要額で算入していただいて、地方交付税で賄って返してもらえるか

らということなんですね。東京電力からの交付金、補助金は全くゼロなんだ。だれの

ために屋根つきのプールをつくるんですか。どうして屋根つきなんですか。放射能な

んでしょう、言っていることは。なぜ東京電力に求めないんですか。学校のプールの

除染についても、なぜ東京電力に求めないんですか、賠償を。どうして村民の税金で

やるんですか、それ、おかしいでしょう。（不規則発言あり） 

   これね、協議を詰めてもそういう姿勢で来たから、これを今ここで直せと言っても

直らないと思うけれども、私はきちんとここで申し上げたい。そんな姿勢で子どもた

ちを守ることはできないと思う。断言しますよ。本気じゃない。ましてやＰＴＡがど

うだとか、育成会がどうだという方々に押しつけて、違うんですよ、行政、村、教育

長が先頭に立ってやるべきなんですよ、こんなことは。それで、先ほど１４番議員も

申しましたけれども、本当に今回プール、４億５,０００万円の大金を使って、本当

に今この時期にプールが必要なのか。聞くところによると、子どもたちが野球の練習
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をして、そして汗をかいたときにプールに来てシャワーを浴びてすっきりしたい。な

らば、野球場のわきに２,０００万円のお金をかけて管理棟をつくって、そこでシャ

ワー室と休憩室とリラックスするものをつくってあげたらいいんじゃないですか。

４億５,０００万円もかけることないですよ。（不規則発言あり）村民がたとえ５万

円でも３万円の税金でも払うときに、きのうもある方から電話ありました。村・県民

税が去年までほとんど変わらなかった。今回、今までの特例が、土地が減って３万円、

４万円増えちゃいました。大変です、生活するの。そういう方々の税金でこういう公

共事業をやっているということを肝に銘じなきゃならないです。（不規則発言あり）

それを人の金だからと思って、自分の金じゃないからと思って簡単に進めていくから

こういう問題が起きてくるんですよ。 

   例えば今回、１４番議員が言ったけれども、あの大震災において明らかに地盤が横

ずれして、階段が壊れ、そしてまた危険だということで、そして調査をした結果、

１６０本のコンクリートパイルを打ち込まなければできないという場所じゃないです

か、あそこは。それをなぜあそこに選んだか。当初は、復興交付金をもらうためには、

その復興という名目のためにその場所につくらなければ、その復興交付金に該当しな

いからということであそこを選んだはずなんです。（不規則発言あり）しかし、この

復興交付金がなくなって、今回は文部科学省の学校施設環境改善交付金ですか、関係

ないでしょう、全然災害は。だから、どこにでも自由につくれるんです。生涯学習課

長、これパイル１６０本打つというんですが、これ実際その１６０本打つのに幾らか

かるんですか、経費。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午後３時４０分まで休憩いたします。 

（午後３時２０分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後３時３９分） 

○議長（鈴木宏始君） 休憩前に引き続き、議案第４５号に対する質疑を続行いたします。 

   １５番佐藤富男君の質疑に対する答弁を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） お答えいたします。 

   先ほどのパイルの補強工事費でございますが、プールの本体側に８０本、それから

管理棟側で４０本の合わせて１２０本になりますが、工事費が約２,０００万円で予

定しております。 

   以上でございます。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） ２,０００万円をかけて、そして地盤を強化させてそこにプー

ルをつくると。そこまでその場所にこだわる理由というのは、私はちょっと理解でき

ない。先ほど生涯学習課長が一極集中、村長も一極集中ということでそこに施設を集

めたいという話がありました。体育館と野球場とプールですか。ただ、私はそれは違
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うと思うんですね。村民が本当に望んでいるのは、そんなものじゃないと思うんです。

これが４億５,０００万円で今回、工事費、設計委託料は１,３００万円ぐらいですか、

もろもろ考えると５億円ぐらいいくのかなというふうな感じはしますが、これはあそ

こにもし、それだけの崩れた危険なところにパイルを打ってまでつくったとしても、

そこからの敷地の延長というか延びしろはないですね。ないんです。村長の考える一

極集中というのは、いわゆる体育館と野球場とプールなんですね。私の考える一極集

中というのは違うんです。プールをつくったら、そこのわきにスポ少の子どもたちが

雨が降った、雪が降った、寒い風が吹いた、そういうその放射能に汚染されている表

で練習をするのではなくて、そのプールのわきに屋内練習場をつくってあげる。そこ

で野球のティーバッティングもできる、ピッチング練習もできる、トスバッティング

もできる、そういういわゆる屋内運動場、練習場もつくってあげればいいんです。そ

のわきには、今、米小学校でインドアパークの工事が始まる。プールのわきに子ども

たちの屋内遊び場、インドアパークをつくればいいんですよ。たまたま米は今、体育

館は仮の場所ですから、そこにインドアパークをつくって、大きな、安心してできる

ようにつくってあげたらいいんじゃないですか。そして、そのわきには老人の方々が

いつでも集まって談話ができるような足湯をつくったような、また、隣はカラオケ室

をつくったような、談話室をつくったご老人が集まれる場所、いわゆる老若男女が全

部集まって、そこでまたプールに入ってプール歩行もできる、メタボも介護予防もで

きると、そういった一体的なですね、村民みんなが集まれるようなその一つの起爆剤

というか、先導役としてこのプールを考えるべきだと。 

   ならば、何もああいう狭苦しい崩壊の危機に瀕するところに４億５,０００万円、

５億円の金をかけてプールをつくる必要があるのかと、本当に。私は甚だ疑問であり

ますから、やはりもっともっと広く村民の方々からも、また、各種団体からもいろん

なご意見を伺って、そしてみんなが本当にその危険な場所でもいいと言うなら、それ

はそれでいいけれども。また、構想的にも年度計画で今年はプール、来年は屋内練習

場、その次はインドアパーク、ご老人の方々の憩いの場をつくる、それと公園もつく

ってあげる、そのわきにはグラウンドゴルフもゲートボールもできる、そして駐車場

もつくってあげる、そして一体としたものをつくるというのが私は一極集中だと思う

んです。そのためには、やはり敷地を広く、そして安全な場所に確保して、今ここで

あえて急ぐ必要はないと思うんです。もし今年、子どもたちがプールがなければ、財

政出動して櫻泳スイミングであれどこであれ、子どもたちにそのプールを提供してあ

げればいい。その費用は全部東電に請求すればいいんですよ。当然でしょう。当たり

前のことです。放射能汚染のためにそれができないんですから、やればいいんです。

村民の税金で放射能汚染のしりぬぐいをする必要はないんです。生涯学習課長、この

場所について再度検討するような時間的な余裕は今回あるんですか。 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） お答えいたします。 

   今回のこの計画につきましては、先ほどお話しありましたように、文部科学省の学



－216－ 

校施設環境改善交付金をいただくことが内定しております。約１億６,０００万円ほ

どの予定でございますが、こちらが５月２２日付で内定をいただいております。この

ことを考えますと、やはり単費ですべて賄うということはなかなか難しいと思います

ので、この交付金の交付の機会を逃してしまうのはどうかなということで、この交付

金を活用させていただきたいということでございます。（不規則発言あり） 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 私は、全体計画をなくせと言っているんじゃないです。場所に

ついての変更をするための、また、見直すための時間的余裕はないかと言っているん

です。 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） お答えいたします。 

   通常といいますか、平常であれば、例えば５年後、１０年後にプールを建設すると

いう計画であれば、当然いろいろ検討委員会なりそういったものを立ち上げまして、

いろいろ意見等をお伺いして進めていくところでございますが、これまでの経過をご

説明しましたとおり、以前から、平成元年にあのプールはできたものですから、ある

意味で老朽化もしておりました。そこに昨年の放射能の問題、以前からそういった屋

内化の設置ですか、そういった要望がございました。さらには昨年の３・１１の原発

事故によりまして、今現在の状況が放射能の影響から屋内での活動を自粛されている

状況でございますので、やはりそういった緊急性といいますか、そういうことを考慮

して、早い時期につくらせていただきたいということでございますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 私の質問の仕方が悪いのかどうかわからないんですが、私は別

に５年も６年も待てと言っているんじゃないです。この文科省の交付金の整備計画、

出してありますね。その中で場所の変更について、場所を見直すことについて、例え

ば数か月の間、例えば文科省のほうに変更になるかもしれませんよということでの了

解は取りつけることができないんですかということを聞いている。 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） お答えいたします。 

   今現在わかっている、（不規則発言あり）先ほど申し上げましたとおり、現段階で

は内定という形をとられておりますので、今おっしゃいましたそのもろもろの変更等

が可能かどうかというのは、今の時点ではわかりませんので、それは確認をさせてい

ただきます。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） だんだん今の場所変更の話になってきましたね。先ほどからずっ

とお話、ごもっともです。聞いていてそのとおり、私もそう思いました。しかし、も

う一回じっくり思いだしてみましょう。去年の３月１１日以降、ここにいる課長全部、

自分の部署を点検しましたね。そして、被災があったかどうかを即座に次の日わかっ
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たと。プールはどうしたと。プールは１か月ぐらい黙っていましたが、どうもあのプ

ールの中にヨウ素、放射性物質が紛れ込んでいる。どうしたらいい、水を抜かせてく

れと。いや、部落によってはあの水に放射能が入っているからだめだと。そういう問

題がずっとありましたね。その次に、除染をどうするのかと、プールの除染。結局今

の水を抜かしてもらう、いろいろご苦労あったと思います。一回抜かせてもらいまし

たね。そしてその後、もう一回除染する、どういうふうに除染する、中身がいろいろ

種類あります。ステンレスとかいろんな、あるいはグラスとか。その除染の方法が実

は決まっていなかった。どうしていいかわからない。もうこの辺みんなそうです。先

ほど白河等云々、テレビ、新聞に出ましたね。あれもこのごろ始まりました。実証実

験いっぱいやっているみたいです。それも結局水を使いますので、その水をどのよう

に持っていくのかと、濃縮するのかという問題が残ったりして、仮置き場の話です。 

   こういったことをしているときに、去年のプールどうするんだという話になった。

あのプールは、やっぱり今言われたとおり、白河のエグナスさんですね、ひっかけて

もらって、そして今年はできないから、表はだめだということであそこでひっかけて

もらって、ずっと来ました。今年まで来るときも、除染の方法が実はどういうふうに

すればということがあって、なかなかわからなかった。それで今年も、じゃもう１年

エグナスさんに頼んでということと同時並行して、ではいつこの災害復旧とプールと

やっていくのかといったときに、今の災害復旧と今の屋根をかけたもの、昔から屋根

をかけたほうがいいと思った。今の議員のお話は、村長は一極集中は野球場と体育館

とプールというふうに言われましたが、もちろんそのほかの追加のやつもいっぱいあ

っていいですね。さっき言われたやつは本当にいいと思います。何かプールと、それ

から子どもの野球場とか。昔からこれ言われております。ドームつくってくれと。あ

そこはもともと西郷の総合運動公園予定地ですね。前から、議員知っているとおり。 

   そういうことがあって、これまでやっぱりいろんなことを考えてきたわけです。言

われた新しい付加もつければいいと私は思っています。問題は財源です。これから何

かやっていこうと、今までずっと総合運動公園どうするんだと言われたときに、私は

やっぱり財源を早く手にして、今言われたような庁舎でも、あるいはそういったこと

をやっていこうではないかと。そのためにはやっぱり景気の回復と、それからかつて

あった不交付団体、あのときはお金を使わなかった、何があるかわからないから、と

いうことで備えましたが、そういうことがまた再来することを実はもくろんだりして

今いろいろやってきましたね。それを実は待っています。それができてきて財源があ

れば、今言ったやつが成功というか、着手できるかもしれない。それを頭に置いてい

ます。ですから、それはわかっています。それで、その途中でということで、この白

河に頼んでいる屋内プールをぜひうちのほうもつくろうではないかということで、い

ろいろ採択して、言われたとおりです。復興交付金１００％保証、ぜひ取ってやろう

じゃないか、あのときに１０億円以上上げましたね、きっと。そのうち５億円、福島

県では西郷だけです。その例の東高山の、あるいは勝負沢の補助金を取ったのは。あ

れはやっぱり皆さんがいろいろ国に言ったり、私も行きましたね。 
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   それで、私は、ですからこの吉田泉さんのところへ御礼を言ってきました、この前。

西郷だけ５億円つけてもらって、ほかは何か福島も郡山も白河もゼロだった。でも、

２回目のそのときはプールも入れたんですが、プールだけ外れたんです。やっぱりプ

ールはもっと文部科学省の補助もあるのでというバランスを見ましたね。ということ

で、その交付金がだめになりました。しかし、私たちはあきらめていなかった。そこ

で、やっぱり今の１億６,０００万円の補助をもらうために場所を特定し、地質調査

をし、さらに設計を進めて額を確定した。額を確定すると補助率があって、欠ける補

助残については起債を受けようと。起債も言われたとおり、充当率九十幾らで、そし

て交付税算入されます。いわば１００％の交付金と同じくしようではないかと思って

私は動いた。そして、一番の決め手は、さっき言われた、じゃ一般財源は東電に請求

したらいいのではないか。当然ですよ、私もそう思っています。きょう民報新聞に出

ましたね。福島県は地方税７税は東電に請求する、出ました。今西郡の中でもこの東

電に請求することを決算大体終わっていますので、そういったことをやっぱり、（不

規則発言あり）財源の話をしている。（不規則発言あり）財源はそういうことで、取

るものは取るという努力をいたします。 

   場所はですね、今年は補助事業をやっぱり来年の３月３１日までに終わらせたい、

終わらすという条件をつけられています。私はそれでもうやろうと思ってきた。そう

いうことで来ましたので、議員言うのはもちろんよくわかっているつもりです。そう

いう意味で言うと、全体のやつをうまくはめ込めばよかったかもしれない。しかし、

この補助についてはそういった制約があったり、あるいは地質調査をしてここまで来

ましたので、変更することはできない。変更する余地はないということで、今のとこ

ろでぜひお願いしますので、この辺の事情、議員の言っているのもわかります。しか

し、補助事業についてはいろいろやっぱり制約がありますので、それを活用して財源

を手にしようということで来ましたので、ぜひご理解とご協力をお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 村長の答弁は、私、信用できない、正直言って。私は、実は先

日、民主党の文科省の秘書官の関係者の国会議員と一緒になりました。実は西郷村で

今度、文科省のそういったプールの補助金をもらうことが決まりました。私に言って

くれればよかったのにと言われました。政治力なんです。政治力、補助金は。そして、

いいですか、学校施設環境改善交付金交付要綱、ありますね、これ。この今回の１億

６,０００万円の補助をくれるための要綱なんです。この中に、要綱の２項にいわゆ

る整備計画を立ててきたと、例えば計画の名称から、それから学校などの名称が関係

しますから、敷地面積とか事業の概要とか全部出しますね、出したですね、出して補

助金決まったんでしょうから。（不規則発言あり）そうですね。ところが、決まった

後にですよ、以降、前項の規定は施設整備計画を変更する場合に準用するとなってい

るんですね。これを変更したときは、同じく１項のような形の中で準用してできます

よということは、変更を認めているんですよ、これは、認めているんです。いいです

か。それで、予算の問題にしても、来年３月３１日までにつくれということでしょう。
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私、確認していないからわからないけれども、この交付期間についてもこうなってい

るんですね。いわゆる学校施設環境改善交付金を交付する期間は、施設整備計画に記

載された交付対象事業が学校施設環境改善交付金を受けて実施される年度、平成

２４年度です、今年ね、例えば。実施される年度から当該施設整備計画の終了する年

度までとするということになっているんです。 

   村長が言われるのは、実施された年度内までとするということなんですね、今言っ

たのは。この要綱を見ますと、実施される年度から当該施設整備計画の終了する年度

までとなっている。だからこれは確認しないと、村長が言ったことが本当に平成

２３年度予算だと、それならば２３年度で終わるのか、もしくはこういうことで、実

はここにつくろうと思ったけれども、例えば耐震強化とか議会の中でも議論したんだ

けれども、あれは余りにも２,０００万円以上の金をかけて、パイルを打ち込んでそ

ういう危険なものをつくるのは危ないだろうと言われたので、場所を変更したいんだ

ということで協議に行ったら、私は文科省がそれをだめだと言うことはないと思うん

ですね。子どもたちの安全を考えれば、申しわけないけれどもちょっとこれを認めて

くれと言えばできると思う。（不規則発言あり）それは政治的にもね、こんなことは

政治的に動けば、村長はあれじゃないですか、玄葉光一郎さんを推しているんだった

ら、玄葉大臣に一言言えば決まるんじゃないですか。それが政治力ですよ。（不規則

発言あり） 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 今の、そうですね、私も頼みました、いろいろ。ただ、議員が頼

んだ人は室井さん、（不規則発言あり）いや、いろいろ私もお世話になっていますの

で、会っていますから。先生に頼んだらいいだろうという話、私も頼んでいます、い

ろいろ。（不規則発言あり）そこで、さっき、今のをするにはやっぱり交付金が一番

簡単だったんです。１００％上がる、事業とすれば。しかし、交付金はやっぱり全部

が、昨日言いましたね、どうもあれは浜通りじゃないかとか、地震とかね、そういっ

た裁量もあります。それでプールは外れた。プールは外れましたけれども、この事業

についてはやっぱり次の手を考えた、チャラにできないから。そこで今の話で交付金

から今の補助に入った、それから起債も見てもらいたいということで来たんです。

１つ違うのは、やっぱり平成２３年度の本省繰越、去年の金を西郷のために平成

２４年度に繰り越して使ってくれと、だから３月３１日なんですよ。今、議員が言っ

ているのは、じゃ平成２４年、２５年とか継続費とか債務負担とか、２か年の継続費

だったらばということもあるかもしれません、それは。ただ、西郷の場合は、そこは

やっぱり特別頼んで、早くつくりたいからということで、平成２３年度の本省繰越を

平成２４年度の私のほうの事業に入れてもらってやることにした。だからです。やっ

ぱりいろいろ政治力というのはあって、皆さんいろいろ頼んでくれたから、いろいろ

温かい風が来たんだと思います、それも、今回の結果を見ればね。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） そういう次元の話でこのプール問題を話しすることは、私はい
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けないと思うんです。４億５,０００万円という大金を投じて村民のために、子ども

たちのためにつくるわけでしょう。そうしたら、これが大局的に長期的に本当にこの

場所でいいのか、そのプールのほかにもどういった整備が必要なのか、長期ビジョン

に立って計画を立てて、そしてその上でもってこれを議論していくことなんです。そ

してまた、これが例えば今回の補助金がもしこれを逃したときに全部パーなのか、も

しくはこういう事情があれば国が認めてくれるのかと、そういうことというのは小さ

なことであって、こういったのは本当に国会議員を使って政治を使えば一発で通っち

ゃいますよ、こんなもの、申しわけないけれども。（不規則発言あり）それが政治な

んです。だってそうでしょう。下郷町の観光協会、あそこに国から観光費としてたく

さんの補助金が来ていますよ、今年。調べてください。西郷は来てますか。それが政

治力なんですよ。（不規則発言あり） 

   だからこれね、村長、子どもたちを安全に守る、もし万が一、また３・１１の大地

震が来たときに、今度はその体育館の上のまた山が崩れてきたとか、今度のパイルは

打ったけれども、それがまたずれたとか、そういう危険なところに子どもをあえて置

く必要もない。だから、長期的に見て本当に村民が納得できる、これなら村長さん、

佐藤議員言っているけれども、村長正しいんだって１００人が１００人言えるような

場所につくるべきなんです。（不規則発言あり）だから、私が言っているのは、別に

１年も２年も待てとは言わないです。せめて１か月や２か月の間に村民から、また、

各老人会、ＰＴＡ、婦人会、たくさんの方々の意見を聞いて、本当にあの場所でいい

のかどうかということをもう一回検証して、それでスタートしたらいいんじゃないで

すか。（不規則発言あり）そのことを村長に私は求めたいと思うし、そうしなかった

らこれが４０年、５０年間使うものですから、必ず禍根を残しますよ。ですから、こ

の問題について担当課長に私そう言ったんです。そして、ましてやね、今まで学校プ

ールについても、今様子がどうのこうの言いました。だれ１人として議員に報告して

いないですね。だから、そういう問題も、議会議員も村民代表なんですから正直に話

をして相談をして、どうしましょう、こうしましょうとなって両輪となってやってい

くのが行政じゃないですか。今ここに来て、都合のいいときにはその話をして、都合

の悪いときは黙っていると、こんなのあり得ないですよ。 

   そして、除染の問題についてもそうなんです。これ先日の新聞を見れば、担当課長、

聞いてください。いいですか。住宅の除染しなきゃならない戸数が６,９００なんで

すね。１年３か月たってまだゼロなんですよ、除染が。それで、公共施設の計画

２００あって発注が１７、実績が８つしかない。２００のうち８つしかやっていない。

道路においては、除染しなきゃならないのが５００キロあって、それがわずか２５キ

ロしか発注していない。そうですね。新聞が正しければそうですよね。それで、水田

は２５ヘクタールで２５ヘクタール終わっています。畑地については３６ヘクタール

で今発注済みです。このように非常に、私も今孫がおりますけれども、子どもたちが

いる家庭たくさんあります。先ほど環境課長は放射線の高いところからやると言った。

でもね、子どもたちがたくさんいる家庭、例えば放射能を受けやすい子どもたちがい
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る家庭も配慮してあげないといけないと思いますよ。そういったもろもろのことをき

め細かに村民の感情を酌み上げて、希望を酌み上げてやらなきゃだめなんです。それ

がこのような、はっきり言って国がどうだとか、環境省がどうだ、県がどうだからで

きない、それは我々が見て言いわけだし、できないならできるように一生懸命村長さ

んをはじめ、要望していったらいいんじゃないですか。我々議員にも言ったらいいで

しょう、一緒に行ってくれと。（不規則発言あり）一緒に行きますよ。これ行って、

ふざけるんじゃないと、いつまで待っているんだと、時間たつのを待っているのかと。

セシウム１３４が２年で半減期になるから、下がったでしょうということで待ってい

るのかと、そんな問題じゃないんです。先ほど言ったけれども、本当に学校の子ども

たちの問題、除染の問題、本当に住民の側に立って真剣にやってくださいよ。 

   それで、あともう１点、最後にお聞きしますけれども、今回仮置き場をつくります

ね。これ予算が入っています。実際にあの仮置き場には、何万トン、何千トンかわか

らないけれども、どの程度の放射性廃棄物を一時仮置きする予定なんでしょうか。 

○議長（鈴木宏始君） 環境保全課長。 

○環境保全課長（藤田雄二君） 佐藤議員のご質疑にお答えします。 

   現在、仮置き場についての詳細な設計を今後発注しますので、どういった形、今の

ところは予定地は２０ヘクタールでございますが、これをフレコンパック１.５トン、

１.５立米入るフレコンパックに２０メーター四方から３０メーター四方で１区画つ

くる予定ですので、そういった方法も全部安全面を考慮して詳細に設計してみないと

概算ではよくわからないですが、これから計算して報告したいと思います。予定面積

としては２０ヘクタールです。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 結局、一事が万事そうなんですね、やっぱり。そして、こうい

う状況の中でこの予算を通せと、議決くださいと言っているんでしょう。議会議員に

まだ説明できないものが住民に説明できないですし、我々も住民に、あんた方はわか

って議決させたんですかと言われちゃいます。だから、少なくともね、我々議決機関

に対しては、あの場所に敷地面積が幾つで、何万立米、何トンかわからないけれども、

それをここに置いて、これを３か年の間に例えば計画的に単年度で幾ら幾ら、それを

どういう形であそこへ運んでどのようにするんだと。そして、一般家庭の除染につい

ても、一応何月から始めて決まればこうしますという具体的なものを示さないと、や

っぱり我々は議決する上で賛成とも反対もしようがないんです。我々は反対すれば、

これは除染できないんですから反対するわけにはいかないんです。かといって、それ

を賛成することも、こういうまだ未熟な説明の中ではすることができない。できるこ

とは、私は今回討論でやろうと思ったけれども、反対はできないから賛成するかもし

れない。しかし、条件付きだ。これ採決に条件付きはないんですね。しかし、この問

題については、恐らく各議員全員が条件付きだと思いますよ。住民の理解が得られて、

その後にやるべきだということは条件付きですからそうだと思うんです。だから、議

会議員に対してももっと丁寧に説明責任を果たすべきじゃないかなと思います。 
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   それから、最後に村長にお伺いしたいんですが、前回の室井清男議員の一般質問の

中で、村長が責任をとるという問題の中で答弁ありましたけれども、村長は仮置き場

の問題を責任をとると言った。できるものとできないものとあると思うんです。その

ことを明確に議事録として残しておかないと、将来的にすべて村長が責任を持つのか

と。村長がすべて持つと言ってもいいんです。佐藤正博村長が個人の資産をはたいて、

全部それをはたいて責任をとるんであれば、それはそれでいいんです。しかし、村長

が責任をとるということは、西郷村民が責任をとることなんです、最終的には。だか

ら、村長は村民にかわっていわゆる責任のとり方として、責任ある内容についての責

任のとり方というものを明確にしておく必要が私はあると思うんです。その辺につい

て、村長から一つ答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） この前、一回その話をしましたですね。結局この原因者責任とか、

原因者、発生させた東京電力の責任は免れないと。それから、それをエネルギーの問

題として国家の事業としてやってきた国の責任も免れないと。そういうことの中にあ

って、これを除染とか、今度それをいかに住民の防御をするためということになりま

すと、地方自治法という憲法９３条の問題があって、地方自治法の中に国会議員と国

の役人は国に対して責任を持つと、それから県は県、市町村もそうだという中におい

て除染とか何かをやっていく。そういう中の除染については、結局、村の議会として

村長提案でやりますよね。そういう意味での責任は全部重層的にあるというふうに申

し上げたわけです。ただ、よくわからないという話ですね、さっきね。例えば風評の

被害はだれが出すんだと。それは西郷村が出すわけないですよね、そういった問題に

ついては。そういう問題は、やっぱり国と東電の責任というのはあると、そっちのほ

うにあるというふうに思います。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） しかしね、先ほど村長が責任とりますと。例えば、村長があの

場所に仮置き場を決めて仮置き場をつくったら、周りの人は村長がつくったんだから

村長の責任でしょうと。そのために風評被害で損失をこうむったら村長じゃないです

かと、これはなりますよ、当然。そういう問題が絡んでいるから、村長の責任をとる

という言葉を軽率に言わないで、きちんと住民にもわかるようにやっておかないと、

後々議会も村民もえらいことになっちゃうということなんです。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 老婆心でというか、よく言っていただいたと思って、そのように

思います。やっぱり責任の所在と、本当に国賠法とかいろいろ対象になるのはもう決

まっていますよね。それは当然今の、村長が仮置き場を例えば工事を発注してつくっ

たと。つくるまではです。その後に発生する問題とか風評とかの問題は、もちろんこ

れは東電と国の問題です。それは明確だと私は思っていますので、それは言われたと

おり、ちゃんと誤解を招かないような説明をしながらやっていきたいと思っておりま

す。 
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○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） それでは、時間ですのでここでやめざるを得ないのでやめます

が、最後に教育長に申し上げます。子どもたちのために学校のプール、最大限できる

ところまで除染をして、一日も早く使えるように努力していただきたい。そして、村

長もそういった水の問題とかがあれば、当然これは東電に相談をして、東電の責任に

おいて処分してもらうという強い決意を持ってやればいい、やっていただきたいとい

うことをお願いして質疑を終わります。 

（「議長、議事進行について」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君）１６番室井であります。ただいまの村長の説明を聞いておったと

きに、それらを総合的に判断してみるとですね、私の一般質問に対して、責任のとり

方について村長が申されたことはみんなうそだということにしかとれないんですが、

これ議長から確認していただきます。（不規則発言あり） 

○議長（鈴木宏始君） 後ほどですね、それは議長が村長に、承っておきまして、その後、

１６番議員にお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。（不規則発言あり） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 質疑を終結した時点で暫時休議します。議運委員長、お願いしま

す。 

（午後４時１７分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後４時１８分） 

◎動議の提出 

○議長（鈴木宏始君） ただいま１５番佐藤富男君から、村民プール改築工事予算につい

ての動議が提出されました。この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立いた

しました。村民プール改築工事予算についての動議を議題とします。提出者の説明を

求めます。１５番佐藤富男君。（不規則発言あり） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 文書配付のために暫時休議いたします。 

（午後４時１８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後４時２０分） 

◎会議時間延長の議決 
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○議長（鈴木宏始君） ここでおはかりいたします。 

   本日の会議を午後７時まで延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   よって、本日の会議を午後７時まで延長いたします。 

◎村民プール改築工事予算についての動議 

○議長（鈴木宏始君） 村民プール改築工事予算についての動議を議題とします。 

   提出者の説明を求めます。１５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） １５番。村民プール改築工事予算についての決議案の動議をい

たします。 

   提案理由でございますが、村民プールの改築は長期的展望に立って行われなければ

ならない。西郷村民がひとしくその恩恵を受けられるように十分に配慮されるべきで

あります。また、設置場所は、大震災などへの配慮も十分加味されるべきであり、村

民プールの設置場所は広く村民の意見を集約して決められるべきであるということで

ございます。 

   なお、その決議案として裏に一応示しておいたんですが、西郷村議会は平成２４年

第２回定例会に提出された一般会計補正予算のうち、目，体育施設費、節，工事請負

費、金額４億５,９５９万６,０００円の執行に際しては、その設置場所、施設の内容、

そして長期的施設として十分耐えられるとともに、将来、他の村施設との連携が図れ

るように広く村民の意見と英知を集約し、本議会の同意を得てから執行されなければ

ならないということでの以上決議するということでございますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） この採決は挙手によって行います。 

   この動議のとおり決定することに賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手多数であります。 

   よって、村民プール改築工事予算についての動議は可決されました。 

◎議案第４５号に対する討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 本日の日程に戻ります。議案第４５号に対する討論を行います。 

   １６番室井清男君。 

○１６番（室井清男君） 反対討論をいたします。 

   この仮置き場に対しましては、まだいまだに住民への説明もされない、また、住民

からの回答も得られない、こういう状況の中でこのような危険な廃棄物をですね、ま

してあの観光地のど真ん中のあの山の上の高いところに置くということ、これは当然

その黒川の下流、黒川の全面的な汚染につながるものであるということ、これは一た

び危険を生じればこういう事故が起きるわけでございます。そういう状況にありなが

ら、執行部においてはその説明も住民に対して十分ではありませんので、よって本案

に対する反対をいたします。よろしくお願いいたします。 
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○議長（鈴木宏始君） 次に、賛成討論ありませんか。 

   ７番秋山和男君。 

○７番（秋山和男君） ７番。議案第４５号について賛成討論を行います。 

   私は、議会の一般質問等において、震災以前よりずっと屋内プールの必要性を訴え

てまいりました。さらに、今回の震災により、その必要性が一層高まったと感じてい

るところでございます。私は、今回のプール改築計画については、これから述べる

４点の理由から賛成をするものであります。 

   まず、１点目として、安全・安心の観点から早急にプールをつくる必要性があるこ

とです。原子力事故による放射能の影響もあって、村民プールは昨年の暑い時期に利

用することができませんでした。また、学校プールも利用できず、さらに県内で海水

浴、川遊びもできず、村内の子どもたちは夏の行動が制限されることを余儀なくされ

ており、子どもたちの保護者、また、西郷村体育審議委員会、また、あらゆるスポー

ツ関係者、また、同僚議員を含め、村民の間からもすぐにでもプールをつくるべしと

いう声が上がっております。 

   次に、２点目といたしまして、プール改築計画についてはこれまでに三度、全員協

議会を開催しており、その中で我々議員の中から出た要望が計画の中に組み込まれて

いる点です。当初、６コースで計画されていたが、それでは少ないということで７コ

ースになったこと、水の温度を上げる昇温機能について、ボイラーを通して暖めるた

めの灯油の地下タンクが盛り込まれたこと、観客席が設けられたこと、現在の施設に

は我々の要望が組み入れられる形となっております。ただ、場所に関しては、被災し

た現在の場所に建築するとなっておりますが、これについても体育館側に寄せて計画

している点や、また、地盤補強を実施するということで安全性が確保されていると考

えるものであります。 

   ３点目として、補助金の件であります。当初予定されていた復興交付金については、

残念ながら該当外ということでありますが、内定をもらっている文科省の交付金も

２分の１の補助率ということで、有効利用すべきであると考えておるものであります。 

   最後に、４点目といたしまして、我々も放射能対策特別委員会において、暑い夏に

は屋内プールが必要であり、これから何十年も放射能の影響を受け続けて成長してい

くかけがえのない子どもたちを守っていくのは、私たち大人の責任です。今放射能等

を受けている子どもたち、この子どもたちのためにも低減を求めており、こういった

観点から子どもたちが放射線の影響を気にせずに伸び伸びと泳げ、そして子どもたち

の元気いっぱいの笑顔が見られるような屋内プールの整備が急務であるといったこと

であります。また、一極集中で体育施設がつくられることによって、いろいろなスポ

ーツが１か所でできることによって利便性が保たれることであるので、以上、賛成討

論といたします。（不規則発言あり） 

○議長（鈴木宏始君） １４番後藤功君。 

○１４番（後藤 功君） １４番。議案第４５号について反対討論をします。 

   ただいま、先ほどからこの議案に対していろいろ申し上げてまいりました。その中
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で、私はいろいろ執行部に対してただしてきたわけでございますが、村長の最後の言

葉として、これはやっぱりやるんだと、いろいろその時々の調子は合わせるんですが、

しかしながら、全く一つのこういう重大な問題に対して、私は執行部は真摯にこうい

う問題に真剣に取り組むという姿が見えません。ただいま賛成討論を聞きましたが、

その中で大人の責任だから重要なんだと、これは全く逆じゃないですか。私どもは、

このプールについて、賛成者の言われた大人の責任ということが全くそれは、実はこ

ういう危険なところにつくるということは、私ども今回の議決をするに当たって大変

重要な最大の責任があるんですよ。だから、こういうずさんな計画のもとの学校プー

ル建設は認めないと、それなんですよ。 

   それで、全員協議会に当たってもいろんなさまざまな説明を受けましたが、しかし

ながら私は、執行部は単なるガス抜きというか、今民主党政権がやっている消費税の

問題と同じように、十分審議を尽くして説明を果たしましたよと、一つのアリバイづ

くり、何時間費やしたとか３回費やしたとか。しかしながら、結論ありきでもう既に

決まっているんだと、そして新聞発表などもして。私どもはそういうことじゃなくて、

本当の本質的な議論がしたい。なぜここがだめなんだということは、先ほどから私あ

るいは同僚議員が申し上げました。そういうことが全然考慮されないということは、

最初に結論ありきで全くもう執行部が決めたことはやるんだと、その１点に尽きると

思います。そういうことで、全く我々の子どもたちに対するそういう責任の重大さと

いうものを省みないこの議案に対して、私は反対するものでございます。 

○議長（鈴木宏始君） 次に、賛成の方の討論を許します。 

   １７番大石雪雄君。 

○１７番（大石雪雄君） 議案第４５号「平成２４年度西郷村一般会計補正予算」につい

て賛成討論をいたします。 

   大変、反対討論された方々にも理解はするんですが、今回、皆さんが放射能賠償の

関係で給付金で騒いでいた件が補正の中に載っております。大変村民の方々は、大人

４万円、子ども１０万円というこの補正が早く通らないかなと、早く議会終わらない

かなと言って待っている中で、私は反対はできません。そんな関係から賛成討論とい

たします。 

   以上です。 

○議長（鈴木宏始君） 次に、反対の方の討論を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認めます。 

   討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４５号「平成２４年度西郷村一般会計補正予算（第１号）」、本案に対する

賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手多数であります。 
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   よって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４６号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第９、議案第４６号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４６号「平成２４年度西郷村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」、

本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４７号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１０、議案第４７号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４７号「平成２４年度西郷村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」、

本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

◎議案第４８号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１１、議案第４８号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４８号「平成２４年度西郷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」、

本案に対する賛成議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

◎報告第２号に対する質疑 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１２、報告第２号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   報告第２号「平成２３年度西郷村繰越明許費に係る繰越計算報告について」は終わ

ります。 

◎報告第３号に対する質疑 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１３、報告第３号に対する質疑を許します。 

   １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。報告第３号について質疑をしたいと思います。 

   今回いただいた資料のほうの２３ページをお開きいただきたいと思うんですけれど

も、ここに２本ほど総務費と災害復旧費ということで項目がうたわれています。ここ

で建設課長に伺いたいんですけれども、この西郷村において１月から３月期にかけて

大雪は降らないんですかね。週末は天気は安定しているんですかね。この説明の中に

そういうことが書いてあるんですけれども。もう一度伺います。この西郷村において、

１月から３月期において大雪が降らない、天気が安定する、そういうことが通説とし

てあるんですか、西郷村は、伺います。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ここで午後５時まで休憩します。 

（午後４時４０分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開します。 

（午後５時００分） 

○議長（鈴木宏始君） 報告第３号に対する質疑を継続いたします。 

   １２番上田秀人君の質疑に対する答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（高橋廣志君） １２番上田議員のご質疑にお答えいたします。 

   説明の中で、週末の降雪や降雨、気温も低い状態が続くなど例年にない天候不順に

見舞われたためということのご指摘でしたけれども、（不規則発言あり）いや、降ら

ないことはないです。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。例えば建設課長のほうは答弁の中で、西郷村において

１月から３月期にかけて雪は降らないことはないと。ということは、降ることはわか

っているわけですよね。ということは、想定できるわけですよね。この事故繰越しの

定義というのは、避けられない事故によってどうしても予算の消化が終わらない、で

すから繰り越しをさせてくださいということですよね。これ理由にならないですよね。

違いますか。建設課長、いかがですか。 
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○議長（鈴木宏始君） 建設課長。 

○建設課長（高橋廣志君） 特に今年はですね、３月の天候が毎週土日、積雪を伴うほど

の雪が降ったために、グラウンドが乾くことがなく工事着手ができないという状態に

あったため、繰り越すということでございます。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。予測不能でね、何回も申し上げますよ。１月から３月

期にかけて西郷村というのは、通常、雪が降らないんだと、雨も降らないんだと。こ

れ見ていると週末も本当は天気がいいんだと。だから工事を発注したんだけれども、

今年は何か１月から３月まで大雪は降るわ、週末は天気が悪い、そしてグラウンドの

乾きもしない、だから工事ができないから繰り越してくださいというのであればわか

りますよ。その定義が事故繰越しの定義になりますから。しかしながら、先ほど建設

課長はね、１月から３月期にかけては西郷村においては雪は降りますと言っています

よね。そういうことを認めながら、じゃなぜ事故繰越しの定義がこれに当てはまるん

ですかと私は聞いているんです。当てはまらないですよね。１月から３月期にかけて

は雪が降ることは幼稚園生でもわかるわけですよ。雪が降れば、解ければグラウンド

が乾かないし、そして課長が言われるように、工事もなかなかできない。そういうこ

とは容易に想定できるわけですよね。これはですから理由にならないですよねという

ことを私は言っているんです。そのことに関していかがですかと伺っているんです。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） お答えします。 

   なかなかご質疑のとおり、鋭いご指摘であります。やっぱり今のお話のとおりで言

うと、予測できるものについては理由にできないというのはそのとおりです。ただ、

課長が申し上げているとおり、予測を超える異常が今年続いたと。いろんな状況あり

ますが、特にこの予算の配分のときとか、あるいは調整中のことがいっぱいその前に

もありますね。そういったことがあって、４月１日から３月３１日までという１２か

月は、この事業についてはなかなか当てはまらなかったこともございます。いろいろ

そのほかの事由でも繰り越しはなかなかできませんので、この天候ということにして

例年の予測、甘いと言われればそのとおりでございますが、１,０００万円以上の工

事ということで、次に延ばさざるを得なかったということでございます。ぜひともご

理解をひとつ賜りたいと思っております。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。ようやく核心的な部分に入れるのかなと思いますけれ

ども、じゃ、これはなぜいわゆる普通の繰り越しができなかったのかということの説

明がないから、事故繰越しと、こういうふうにつかまえて、こういう理由で事故繰越

しは定義に当てはまりませんよということを言っているんです。では、なぜ普通の繰

り越しができなかったのか、その説明をしてください。 

○議長（鈴木宏始君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） やっぱりその着手と、それから工事の条件が３月の末に行ってし
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まった。そして、その天候とかそういったことで、やっぱり３月３１日を過ぎてしま

うという状況に立ち至ってくるということであります。結局、最初に天気の読みが甘

いと言われればそのとおりなんですけれども、やっぱり事業の時期といいますかね、

ちょうどこの３月にかかってしまったということであります。日にちはもう全然、

２４時間しかありませんので、ずっとそれ続いていきますよね。そういったことでご

ざいます。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。今日は、私はこの繰越明許に関してまず冒頭から始ま

って、この事故繰越しで最後になるのかなと思っているんですけれども、そこで伺い

たいんですけれども、なぜ普通の繰り越しができなかったのかと言っている。私は、

例えば雪が降って工事ができなくて３月３１日までに終わらない、だから４月以降に

繰り越しするのは別にやむを得ないですよと思いますよ。しかしながら、これ事故繰

越しですよね。なぜ、じゃこの事故繰越しの理由だったら想定できるわけですよね、

雪が降るというのは。工事ができないというのもわかりますよね、この内容でいけば。

そういうのがわかりながら、なぜ事故繰越しを使ったのかという部分なんです。普通

の繰り越しは、先ほどできないと村長言われましたけれども、なぜできないのか、そ

の理由をお示しください。いかがですか。 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 暫時休憩します。 

（午後５時０８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後５時１０分） 

○議長（鈴木宏始君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（相川 博君） お答えいたします。 

   当初、この４か所の除染の場所でございますが、年度内の完了を見越して工期を設

定しておりました。ただ、年明けにですね、先ほど建設課長のほうで申し上げました

とおり、今年は特に寒い年でございまして、３月の天気が例年と異なりまして、毎週

土日ですか、積雪を伴うほどの雪が降ったため気温が低く、グラウンドの乾き等が悪

いために、工事の着手ができない状況にあったために繰り越したものでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木宏始君） １２番上田秀人君。 

○１２番（上田秀人君） １２番。質問に対しての答弁じゃないんです、それは。意味が

わかりますか。村長、教育長、今後二度とこういう議案を出したら、私は絶対に許し

ません。今議会を見てね、今議会の冒頭から専決のことがありましたよね。このこと

から関して、すべて言いわけと言い逃れの始まりじゃないんですか。違いますか。

（不規則発言あり）まさに皆さん、ぶったるんでいる。今怒り心頭ですよ、私は。こ

の質疑に答弁できないんじゃないんですか、ちゃんと。結局は言いわけが、先にこの
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ことが来ている。違いますか。だから、きちんとした答弁ができない。それは村長の

気持ちの緩み、教育長の気持ちの緩み、それがここにあらわれているんじゃないんで

すか。（不規則発言あり）このことを強く言って私は質疑を終わります。（不規則発

言あり） 

○議長（鈴木宏始君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   報告第３号「平成２３年度西郷村事故繰越しに係る繰越計算報告について」は終わ

ります。 

◎報告第４号に対する質疑 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１４、報告第４号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   報告第４号「平成２３年度西郷村公営企業会計予算の繰越額使用計画の報告につい

て」は終わります。 

◎報告第５号に対する質疑 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１５、報告第５号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   報告第５号「白河地方土地開発公社経営状況報告について」は終わります。 

（「議長、休憩をお願いいたします」という声あり） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 休憩を要請されておりますので、暫時休議いたします。 

（午後５時１３分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後５時１４分） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午後５時４５分まで休憩します 

（午後５時１４分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後５時４４分） 

◎決議文の訂正 

○議長（鈴木宏始君） 先ほど議案第４５号の時点で決議文を提案されましたけれども、

この決議のうち金額について訂正したい旨の要求がございましたので、この発言を認

めます。１５番佐藤富男君。 

○１５番（佐藤富男君） 大変お忙しいところ申しわけございません。先ほどの議員動議
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の村民プール改築工事予算についての決議の中で、裏面の決議文の中なんですが、そ

この金額を私、４億５,９５９万６,０００円と書いてしまったんですが、これは米地

区の体育館工事も含まれた金額でございまして、正確には村民プール改築工事につき

ましては４億４,５５９万６,０００円でございますので、そのようにご訂正をお願い

申し上げます。 

   以上です。 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ただいま議案調整のため、６時半まで休議をしてほしいという申

し出がありましたので、これを認めます。これより午後６時３０分まで休憩いたしま

す。 

（午後５時４７分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後６時２９分） 

◎会議時間延長の議決 

○議長（鈴木宏始君） ここでおはかりいたします。 

   本日の会議を午後９時まで延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   よって、本日の会議を午後９時まで延長いたします。 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ここで再度、議案調整のため休議が要求されておりますので、こ

れより午後７時１５分まで休憩いたします。 

（午後６時３０分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後７時１６分） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ここで、もう少しで調整がつきそうだというふうなこともござい

まして、これより午後８時まで休憩いたします。 

（午後７時１７分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後８時０１分） 

◎休議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ただいま再度休議をしたいという申し出がございますので、これ

より８時３０分まで休憩いたします。 

（午後８時０２分） 
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◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後８時２９分） 

◎議案第４９号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 追加日程第１、議案第４９号を議題といたします。 

   追加日程第１、議案第４９号については、德田進君の一身上に関する事件であると

認められますので、地方自治法第１１７条の規定により德田進君を除斥したいと思い

ます。 

   おはかりします。 

   德田進君を除斥することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   よって、德田進君を除斥することと決定しました。德田進君の退席を求めます。 

（８番 德田 進君 退席） 

○議長（鈴木宏始君） 追加日程第１、議案第４９号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   議案第４９号「西郷村監査委員の選任について」、本案に対する賛成議員の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

   德田進君の除斥を解きます。 

（８番 德田 進君 復席） 

◎発議第３号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、追加日程第２、発議第３号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   発議第３号「基地対策関係予算の増額等を求める意見書の提出について」、本案に

対する賛成議員の挙手を求めます。 
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（挙手多数） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手多数であります。 

   よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

◎発議第４号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、追加日程第３、発議第４号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   発議第４号「消費増税に反対する意見書の提出について」、本案に対する賛成議員

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

◎発議第５号に対する質疑、討論、採決 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、追加日程第４、発議第５号に対する質疑を許します。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

   討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより採決を行います。 

   発議第５号「脱原発に関する意見書の提出について」、本案に対する賛成議員の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

◎議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

◎総務常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

◎産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

◎文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

◎放射能対策特別委員会の閉会中の所管事務調査の件 

◎家族旅行村指定管理業務委託に関する調査特別委員会の閉会中の 

 所管事務調査の件 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第１６から日程第２１までの各委員会の閉会中の所

管事務及び所掌事務調査の件を議題といたします。 
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   お手元に配付したとおり、各委員長から会議規則第７５条の規定により、所管事務

及び所掌事務調査について閉会中の継続審査の申し出がございました。 

   おはかりいたします。 

   委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成議員の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

○議長（鈴木宏始君） 挙手全員であります。 

   よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しまし

た。 

◎例月出納検査結果報告 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第２２、例月出納検査の結果報告を求めます。代表

監査委員、鈴木光明君。 

○代表監査委員（鈴木光明君） 例月出納検査の結果につきまして、ご報告申し上げます。 

   平成２４年２月期から平成２４年４月期までの３か月分の例月出納検査の結果につ

きましては、お手元に配付したとおりでございますので、ここにご報告申し上げます。

よろしくお願いします。 

○議長（鈴木宏始君） 報告が終わりました。 

◎閉議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

   会議を閉じます。 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これをもちまして、平成２４年第２回西郷村議会定例会を閉会し

ます。ご苦労さまでした。 

（午後８時３６分） 
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  会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

            西郷村議会 議  長 鈴 木 宏 始 

 

                  署名議員 秋 山 和 男 

 

                  署名議員 德 田   進 


